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夏 季 高 水 温 j主意芳 1報

国立真珠研究所より水温が急速に上昇しJt:敵討状態にあるとの述があり

ましfこ。

ここ数日の天気続きで多徳島(12時現;(:!:.)で下記の水i誌になっていますσ

表fg 1m 2m 4m りm 6m 

12日 27.80C 27.6 26.7 24.5 23.5 

14日 29.5 28 25 

15日 29 28.5 24.5 

16日 28.0 27.8 25目 5

17日 28. 1 28.0 24.7 

18FI 28.3 27.5 25.0 

2m層まで280

Cに固まって米ており、今の様に!殺がないと透明度が高くな

ると同時に下層の水温がとり湾奥では2m層も注窓を要します。昨年は2m

)習に於いて 280Cに入ったのは27fl頃で10日以上も早くなっています。気

象庁の発表によると梅雨も明けたらしくこれからの雨は盟めそうになく危

険な高水温の欣態が続くと忠われますので安全な 5m層以下に深吊りをし

て下さし、。

湾奥部は特に危険な状態にありますから十分注意して下さい。

尚又、作業中のもの、養生中のものは特に楽死の可能性が強いですから出

来る丈無理な作業は行なわずに貝の姥死を防ぐ採にして下さい。

真珠研究会伊勢部会

海洋 調査分科会



高島末五郎氏



高島京五郎氏の業腫

高島米五郎氏は、明治13年4月25日、長崎県東彼杵部下波佐見村料水場郷に農家の三男

として生れた。

明治37年j三時計の修理、販売や雑貨留を引み、 jiil38年南風il時で天然真珠の売買せと始めた

のが;真珠を手がける最初]であった。 (25才)

~7í141年、 2 凹に工土ってf中郷へ渡航し、天然真珠の買入れに成功した。(桝日 2 合半)
!日143年、大村へ移転し、フて村貝釘i工j坊を創設。長崎ilj1)']、下有周五時、千1品、 ill側、吉弘f号、

久津に分工場を設け、ト、ア貝伎による釦製造を行った。ミれとさiミに;妓製造もfjった。 (30宇)

~i145年核製造工1=J~jを創設。フて村貝主11株式会社主ど創立。フて村7Jく定義知行rl&員!日j を嘱託す。

(32才)

六~lE2 年佐役保~!h'::会浦に於いて真珠養殖を始めた。この日守護矧真珠は貝十j 真珠(半円)

で、機にf也i者きして養殖されたが、貝の発育が不良のために金網籍に足をつけた!日jl1可能な

F弘、られた。 (34才)

!日13"'F 、三[三円真I:'j(の !t鋭、 Yえび天然Fn~のWg'E事業が軌道にのったため、神戸市中 111手

通りに支}在宅ど設けた。 (35才)

同 5年、大1")只釦株式:ヂミ社主f長崎只釘1株式会社に発II!.2させた。
liil7年、長崎県北123浦君1¥小佐々かlに養殖販!12ピ設演。 (38才)

ド ij9 年、主~~月真珠形成法が巨lí川式特許として IJ\ るや、{在ちに採用してよ~\問真珠養照に諮
王子。 (40才)

WiJl4年、高知県にあった井上真珠株式会社が経伝'困難となったので、氏が引き継いで円

建し、今日の高島真珠株式会社の思礎な作った。 (45才)

liij日年、長崎県西彼VI郡包{fr1寸膝行神に養殖HAを設請。 (46才)

昭和 3年、ピースの後送り、民IJtoI後付け法」を完成n (48才)

liil4 :i下、佐世保in~.~ IrlifJjll万免に三喜納均を設問。

同6年、北松浦郡鹿町村に三喜男立liJを設置。

11，17年、j7_lil!1VI部長7潟村に主主照iふjを訟絞っ

1，サ 8/if-、佐位保Ihフて核に養殖喝を設置。

1，;19年、 Plil皮Afl郡長島iこ養殖均を設訟の

!ì iJl 2年一{;I"貿1j，1.{F万里III' に妥姉ぬを設&;~n

[i iJl3年、 フヲンス、ノとリにJk[Ht聞か目白を開設。 (58才)

1'1116年、~'1月呉11形成の特許権消滅によって業者が治加、組ill ぶ\~J:;:産によるÍllli1各の F擦

を的くために、)~月者向男、小村~Jj作氏等とo!'，!こ日本合 1，'1]真珠株式会社を設立した。 (61才)

li4Jl7年、:太平洋戦争突入により、企業は務備され、全面的に主主舶は停止された。

|司24'卒、今上rlinご九川、111包帯の節、佐世保-IICj六J1!l:の養殖場にお立寄りになり、親しく真珠

につき御説明の栄に浴す。 (691')
向25年、有限会社高島真珠養殖所、及び有限会社高島真殊!;F，を創立、取締役会長に就任。

(70才)

!司26年1月4日享年71才にて病没された。

註、 上文は高島真妹提出資料による。(文責白井)



lI真珠奥田顧録|
真珠養殖界過去50年間の思い出を語る(下)

林 i'JJ.; 作

昭和35年5月11日現時

@ 次l乙販売面に就いて私見を申

し述べることに致します。

生産商のことは以上概説した如く

でありますが、此世界独自の産業に

射する生産上に注がれた工夫努力は

突に匂:依すべきものがあるにも拘わ

らず、す王真珠の販売面に到つては今

日に到るも尚心細い限りである と申

さなければなりません。実に不安定の.r.茂みであります。此販先面の不安感があ

るが為に 、 生産面も亦不安;伏f患を脱却する ~Jjが出来ず従って従来・民の前途にも

世111かしい光明を認めて迎進するの意同を阻む助合の多いことを遺憾に存じ続け

米った者であります。例えば昭和24.5.6.7年のn珠の生産泣と市価変動の動向

を見ましてもj~年200〆づっの採珠瑚i止を示すに針し市価は逐年@1∞円宛の下

泌を示して居るのであります。

此原因宏検討致しますと或は世界の需要総額が今回の瓦珠の愉出総額である

年50隠円程度でl1Jlづかえするのでそれ以上はいくら増位しでも生産過剰となっ

て金額的には此総額を上廻らない随って此係な瑚iiiに反して匁当りの低落を来

すのであるとの観方をなす者がありますが、是がお実であるならば真珠に於て

は生産制限か輸出制限より外に方途が無いということになりますが、私は現在

程度の生産;止と共愉11¥額を以て如くの説を為さんとする者の論を否定するもの

でらります。

而して;!.t原閃は阪允政策の無為無wに基くものであって、悲に「ダイヤモン

ド政策」に釘lする ilG珠政策Jの都立を比るならば今後に於ては現在迄に見た
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様な不安は除かれて尚遥かに輸出の増額を来し得るものであると確信するもの

であります。

尤も終戦後に生産せられた真珠の市価下落と言う一面には単なる市価の下落

ではなく品質が極度に低下した点が強く反影して罵ることを反省しなければな

らないと痛感するものであって比点は各自の十分なる白省を要望するものであ

ることを此際附言せなければなりません。

尚真珠の需要額を示す資料の一端として1919年に於ける米合衆国一ヶ国だけ

の天然真珠の輸入額は 1154万1000弗(邦貨換算にして41億5，476万円)の莫大

な金額に上って居ることから見ましても今日世界各国に於ける哀珠に封する愛

好熱、所有慾が遥かに匝になった時代に僅かに総輸出額が50億円程度を以て頭

づかえの吠態にあえぐ等とは自主りにも歎わしい次第であると存じます。却説脊

々と致しましては今日迄生産聞に捧け、た工夫、努力と熱意とを以て販売面に封

し、より以上の熱情を傾けて販売政策の確立に大勇猛心を発揮せなければなら

ない段階に進んで参って居ると存じます。そこで色々の観点から検討を行うの

必要があります。

先ず第ーに考えなければならないことは相手方たる輸入国の国民性でありま

すが、凡そ世界の溜人中所謂見込買を常法とする商人は中国商人と日本商人で

あって欧米の商人は中々見込買を致さないのを常法とします。

随って安定政策の確立していない養殖真珠に到しては白人の商人としては容

易に見込買を致しませんのは当然のこと L存じます。

相手方たる白人商人が見込買を致さないから日本商人としても多量に見込買

をすれば「ストック」を抱えて大損失を招く危険性を包賊するが故に其活動が

にぶり思う存分の投資も出来ず金融機関としても常に警戒気味を脱しません。

為に生産者の投資総額に比例して加工業者、輸出業者の投資額が過少である

のが従来の事実であります。

是は臼本の加工業者、輸出業者の非力によるのではなくして基礎となるべき

販売針策の貧弱空虚に起因するものと考えます。

然るに養殖業者の側と致しましては其事業の性質上、長時日を要します為に

見込み生産を致すことが絶釘に必要でありますから蕊に養殖業者の大なる不安

と苦痛が抜けきれない結果を生みます。

以上種々な観点から述べました事実を綜合する i!~\ 如上の窮境を救い不安を

除去するの道はーに「ダイヤモシド政策」に類する「真珠の販売政策Jの確立

より外に方途がないこと L信じます。而して是が達成の自を見る事こそ老生が

塾生の念願であります。
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幸に上述の如き「販売政策」が確立致しますならば結局輸出業者に封する金

融が楽になり、輸出業者に射する金融が楽になれば輸出業者の投資額が増大し

て生産業者、加工業者の投資額とのバランスがとれること Lなり、其結果輸出

業者、加工業者の売りあせりの必要が無くなり従って早期採珠の必要も去る結

果生産真珠の品質が向とすることは白明の理であります。

比の結果として当然来るものは白人商人の安定見込買を婚す事となると共に

需要額の激増を将来すべき事も亦無論であると信じます。

尚真珠に就て述べたい点は数々ありますが、以上を以て所見の大要を申述べ

ました。終りに一つの所懐を述べて諸賢に呈します。

元来日本人は模倣性に優れ創造性に於ては欧米人に劣ると言われたものであ

りますが、養殖真珠の発明こそは日本人が欧米人を凌駕する創造性を発捧した

ものであり、しかも其上に日本人の優れた模倣性が此発明を産業化する上に偉

大な力となって現われたものと存じます。優れた模倣性こそは決して卑下すべ

きものではなく寧ろ誇るべき国民性であるとは考えますが、創作性の加わらな

い模倣には進歩がありませんから今後共益々模倣しつ L体験考究以て模倣の上

に創作を織り込んでより優良な真珠を生産せらる与と共に此期に生産莫珠をあ

りふれたー商品に堕せしめず財宝的価値をたかめ以て国富に寄与しつ L世界愛

好の的たらしむべく努力せられんことを望んで結びと致します。

語り了って膜想する時水産組合時代の理事評議員として又企業整備委員とし

て或は合同冥珠株式会社の重役をして共に協心裁カ一切の私心を忘れ私財を構

って業界の為めに尽された諸卿を険にうかぶま L列記して其偉徳、を敬慕致しま

す。

街]木本幸吉、高島末五郎、北村幸一郎、大月菊男、堀口初三郎、山本清松、

三輪車照、磯和三郎、村DJ保夫、島村栄五郎、大畑伊兵衛、斎藤信吉、大久

保忠礼、 fj約IJ1%t皆、渡瀬道之助、速水昇一(敬称客)特に事務員として20有

余年間一貫して尽力せられた三校利江女史

尚真珠事業法の議会通過に当って功労のあった千村重友、高島吉郎、大月菊

男、山本清松、(小生)、山本勝、北村勤、横問稔、三輪豊照、片山一男、匂坂

(御木本真珠庖) (以上敬称墨)の方々も忘れてならぬ人々です。
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{長老ふ翁 lこ聞く)附 5.12 

さる 5月12日当

会の高橋と丸山が

神明の小林邸を訪

れ真円真珠誕生以

来の色々のお話を

伺いに参上した。

御老体とは云え{中

々お元気で我々の

行くのを待ちこが

れて居られた御様

子、早速招じ入れ

られ二時間半にわ

たって長い間お話をして頂きました。さぞお疲れになった事と思います。こ与

に改めてその御好意、に封し感謝致すと共にお礼申し上げます。

尚テープレコーダーにより本文を作りましたが聞き違えている箇所もあるか

も知れませんがその点御了本下さる様お願い致します。(編集部)

O真珠研究会に釣しどの様にお考えになっていますか。

実珠にはまだまだやらなければならない事が多々あります。一寸かぞえた丈

で12-13あります。これは若い人にまつより仕方がない。その点でこの伊勢の

研究会が出来た事はありがたい。今まで会報を児せてもらい、色々よいものが

出ておりますが、日本人のくせで模倣が]二三子でこれは悪いのだが、模倣と同時

に創作がなければならない。日本人に創作性があったからこそ養殖冥珠が::1:¥来

たんだから今の人は大方それを模倣している。模倣では進歩は止ってしまって

いる。だからしてその模倣の優れた所に完全な創作性を加えた真珠と云うもの

が出て慾しいと思う。まだ前の人が創造性があったですね。だからして是非今

後研究会を育て Lそこから創造を出して行かないと日本の真珠は滅びてしまい

ます。三重県の真珠についても相当深く考えねばならない所に来ていますね。

だが幸いな事にこの間の台風が海の掃除をして呉れた為に海産生物が大分変っ

て来ている。これについても研究会の方でも出来るならばそうした}j面の動植
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物学者と連携して資料を作って欲しいですね。

0核につい現在使っているピツグトヲ貝になるまでの事について

核はもともとは鉛を使った。何故鉛を使ったかと云うとこれは半形時代とは

違って真球になって(真球の真珠を三崎の実験所で研究する様になって)その

折には核と云うものが半形にしろ真球でも松やにを使ったり、魚、眼を乾燥し使

った所もあったが結局核と云うものは真珠と比重硬度が大体相似ているもので

なければならないと云う事になりそれには何を使うかとなると νヤコでは硬い

し、又大理石を使ったl時もありますがこれは比較的核にし易く大小好みが強い

んだが三崎ではその便がなかった。その折に大阪に小西菊太郎と三浦亀吉とが

貝核の小さいものをどぶ貝から作り(どぶ貝をどうして使ったかは始めからど

ぷ貝でなければならないと云うのではなく香港や天津から貝ボタシの原料とし

て相当入って居り、その一部分としてやりだした)。所でそれまでは三崎では

鉛を使って居った、と云うのは不便な所でする事もなかったので鉄砲うちを皆

好みその為に散弾を作る方法をよく知って居りそれを真J5~買.珠の核に使うのに

大小作れて丁度よいのでこれを使ったものです。これは今でも日本に幾分残っ

て居り私も持っています。所が鉛では比重も硬度も遅い核としての要求に一寸

副いかね、巻くのには差支えはなかったが黒ずんで真珠らしいものになりにく

かった。三崎では一時それを使い試験をし商品として出たのは渡辺利一郎が長

崎の大村で相当行ったが大きなものは出来にく Lこれではいかんので小西と結

んだのが渡辺で翼珠の核は出来ないかと頼み割れない様な方法で核の製造に成

功し、以来ドブ貝を使用している。半形には猪野が大理石を岡LlJの三石あたり

から取り核として使っていた。

ドプ貝は支翌日から輸入されて居り天津ものと香港ものとがありこれは荷出し

の港名を採ったもので、香港の奥にパシプー(貝の間)と云う所がありそこから

奥へ入った所にクリークがありこ Lには大きいと云うより不便だからあまり貝

も取らんし老貝が相当あり大きい核には大抵それを使った。これは中共になる

までは日本から船が行き揚子江を渡航し空船になった後にパラストとして砂や

石の代りにドプ貝を穣み運んだので運賃は安かった。戦後中共から入らなくな

ったので貝ポタシに使った残りを淡路あたりに埋めてあったのでそれを使い、

しのいでも居たが、それも尽きたので水産庁に釣しミ乙/ジヅピー又はテネ iIーの

買を入れる様に運動した訳です。現在ミ νν ツピーのものは貝が若く大珠の核

になるのが少くそこで人工樹脂等によるものもうまく行かない。琵琶湖、霞ヶ

浦にも淡水貝があるが厚みの面で使う事が出来ない。結局核原料にはパシブー

の奥のものが今まで一番いい様である。
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。垂下式養F直法になるまでの地蒔き式について。

始めは全然地蒔きでした。所が赤潮等があるととてもたまらなく全くふるえ

上った程であったがこれを防ぐには方法がなかった。丁度私が三崎の実験所に

居た時に垂下式が出来た。

所が冷潮があった時に避寒すると云う方法は頭になかった。私は一番はじめ

に伊勢の海に入り鏡浦で行い冷潮に封し避寒する事を知って居れば捨てずに済

んだものを一議はやく乗り込んでおきながら全部捨て Lしまった。今になって

も伊勢湾中あそこが一番ょくしかも郷旦であると云う Jえから色々な調査をし、

それであそこが一番よい、これならよしとやったんですね、所が冷潮にあった

訳です。当時的矢湾に尾瀬辰王子、森本姿助が居り見瀬に冷潮ではないか?俺は

あそこにある稚民と母貝の育ち民合から行くとこんな冷湖はないと思う。まし

てエピの冬のいけ場になっているから尚更水温があると判断していた訳です

ね。所が結局駄目になってしまった。とにかく当時の冷潮はひどく冷瀬と云う

より白瀬でしたね。

0冷潮によって貝が非常に不足した訳で、すね。それで母貝の貝合はどうでした

か。

当時突虞湾に残る貝は僅かに浜島の 3千貫でこれしで皆が食いつなぎをしなけ

ればならなかった。それでj兵鳥に母貝の入札があるので行く事になった。その

時までは大体厘玉の匁当りと民の貫当りは併行していたもので一番安穏な時で

2円30銭位だった。そんな訳でわずか3千買の貝に釣し結局入札に臨んだ訳で

す。何しろ 3千買しかなくしかも大御木本が厳として居る為どの位に入れたら

良いか分らず、 6円入れたら大丈犬、そうかと云ってもっと安く買えたものだ

から 5円30銭入れた所が13円20銭で御木本に 3千貫の千貫切りで最初を取られ

てしまった。予想もつかない値段で仕方なくあきらめ次のものに移ったが、こ

れを追っても仕様がないのでこれを止める事にして書いた様なふりをして札を

入れた訳でした。最後のものになってどうせ米たんだから一口でも取って行か

んと顔が立たんと云う事で11円で漸く千貫丈確保した訳でした。あと有るのは

向習に2千貫丈で三重県にはこれ丈でした。結局こ Lでは仰木本が見えなくて

5円30銭でとり皆で分けたんですが、それし以外は四国のものを入れやっとその

年の三重県のものをつないだ訳です。又時7に県令でも3ヶ年間湾外の移出を禁

止する勺と云うものが出来てしまいこれで又大変な事になったので大久保忠礼

等と相談し中央に働きかけ湾外移出を禁止すると云うが今度又冷潮があったら

禁止しておいたものが又死んで行くが誰が保記するのか、と云う事になり冬は

暖かい所に移動して貝を死なせない様にする事は業者にとっていい事だから禁
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止令も実際には空文化してしまいました。

0避寒を最初に行ったのは~黄浦の漁場で始めはそこ丈でその後方々に行かれた

訳ですね。

冷潮被害によりこう云う結果になったんだが貝は以上の風にして手に入れた

んですがこのま Lではいかん。結局避寒するより仕方がない事になった。今で

はこ~三ケ所に移動した方が珠の品質が良くなるが、この頃は単なる避寒でそ

れで貫4村に申し込み入札しこちらに落ちたんだがやっかいな事があり仲々渡し

て呉れず半年もか L りやっと手に入れた訳で、す。

0今年は母貝が少い様ですが。

今年なんかの母貝はいくら何しても乎に入りますね。一括皆買って行く人も

ないですしね。ただし買える貝がいいかわるいかは分りまぜんね。例えば昨年

は四国からいくらも来ましたし今年も九州佐伯湾からいくらも来ますね。一場

所で3万貫も取れる所があったんですからねO 所がそう云う所の貝、四国三1':城

からこっち宇和島の口の方ですが、あの辺はもともと貝が嫡えなかった所で

す。近米海の変化がなにしたんかあの辺に相当取れる。所がそうなったu寺にそ

の所の版態を積極的に調べておく必要がある。そうして調べておけば良いもの

思いものがぢきに分る筈だ。もう少し若い人に金をかけそう云う調査をするん

ですね。年寄の私等の云う事を聞いている丈では駄目です。私共の時と時代も

違うし、それから政治力が違う。世の中の事は大核政治力がなければゃれない。

O過去に国営論が起った時の事から国営について

莫珠は国営でなく代行制になるべきだ。結局はダイヤモンド政策について

、真珠七に書いてあるがダイヤモンド政策の実態を真珠に合せて真珠の政策に

するならば代行制でなければならぬ。そうなった時に始めて翼珠は安泰なもの

になる。それから行くと生産国では代行制は必要はないです。但し最後の段階

輸出面に来て代行制をとらねばならない。今の輸出は多くの方がやっているの

でこのうち 2~3 名を政府が選考しそのものに代行せしめる。ただしこの者は

自分丈の利益を得るのではなく適正な利潤を得る丈の事である。生産業者のパ

ラ珠が加工業者に渡り加工業者A と輸出業者の一部が加わり、こ与にコストを算

定し適正利潤を加えたもので生産面の人と決済するO それで加工業者に渡ると

引き取った値段に工賃と適正利潤を加えたもので輸出業者に渡す。輸出業者は

これに愉出手数料を加えて出す。だから非常に安定した値段が出来る。従って

ボロ儲けが出来ない事になる。これはダイヤモシド政策と全く相一致した行き

方です。

。長い間に亘って真珠界に尽されて来られた訳ですが、今までのお話を伺って
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いるともっとも苦労を重ねられたのは御木本翁が居られた事が中心になった訳

ですか。

冷湖でなくともあ Lいう偉大な人を抱えているとよほどの力がないとしてや

られる。これはあの時代に生き、あ L云う成功を得た人の通有性で翁を決して

訟誇するものではない。それし丈に苦労は多かったですが。ちっとも批断が佐来

ませんでした。それなるが放にまとめも非常にし良かった訳で、日本人の性格

は戦いになるとよくまとまり、一方誰敵を控えた時には割れずにまとまる。こ

れは日本人の癖ですからそこを上手に摘んで政策を立てれば立ちますね。

:安定言~fl;;歪己主宰.:í:主訴訟宍SI.:';:~"'j

会資j絞め濃況;
乏必壬L5訟とfヲヰr::治主;ム返f.':':"a

(文中敬称を略しました) (女資編集部)

真珠母介の生産について

脇 専

(母介組合)

1. まえがき

先般研究会から母介の生産について御依頼を受けましたが、平素の不勉強

で、皆さんの御参考になる様なことを書くことも出来ず、又県外のことも含め

ると今後の問題点も多いので、今回は県内のことについて若干概要を中上げて

見度いと思います。

業界では常に「愉出産業としての莫珠養殖」と云うことをよく関かされます

が、輸出品としての品格を有し、且つ量的にも問題のない生産が秩序正しく維
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持されることが最も望ましい。此の為に共の基盤たる母介の生産を如何にあら

しめるかと云うこと、是が本業界の最も基縫的な段階であります。人各々に其

の考えを異に致しますし、見方も亦違うので、其の辺に問題はありますが、い

ずれにしても良質の珠を生産し得る、優良母介の生産と云うことが肝要で、出

来たものを買って貰うと云うことでなく、貿って貰えるものを作ると云うこと

であります。

2.母介生産の現況

昭和34年度迄の三重県におする国の作業貝の作業目標割当数は3千5百万介

余となって居り、県は筏規制の際母介筏の登録に、筏 l台について20〆の母介

の一責任生産量が割当られて居ります。是は県が当時の作業数量目標達成上必要

なりとした母貝量全約S、60万〆とした為で、漁協側の筏2万2千台を主体に

した考えで、時五[('J:漁協で立染者での原則でもあることは云う迄もないこと

です。王手にfU~介の豊凶の差が強く、為に母介の生産量にも若干の生産差はある

様ではありますが、大体年々の必要松介は確保せられして居りますから、漁協{)¥Ij

の生産は逐年伸びて34年度約40万〆の生産が得られました。勿論台風に依る秋

の被害もありましたが、筏 1台当りの責任〆数で行くと44万〆の数量が生産さ

れる筈ですが、比の筏 l台当り20〆と云う責任生産量が無理かどうかと云うこ

とに一寸触れて見度いと思います。

吾々自身の体験から考えて決して無理な数字とは云えないと思います。 34年

度の実7状から見ると 1台30〆以上の生産を行っている組合と、 20〆生産に四苦

八苦の組合とあります。前者は個人委託経営の面が多く、後者は組合自営の面

に多い様に考えられます。尚又質の点から申しますと、生産量の多いものが粗

製乱造かと云うと、そうでも無い様でありますから、蕊に問題がありそうで

す。中層養殖のものの外、海底産のものも年に若干づ L泣f獲されて居りますか

ら、生産と需給の面に問題はあっても、一応県内に於て自給自足されて居ると

見てよいことになります。

需給の方法についても問題があり、県及全国立珠と種々話合いを致しては居

りますが、簡単に結論も出ず、特に基準価格及び代金決済等、現在では解決し

そうもありませんo ~えは百年河清を待つ様なことになるかも判りませんO 然し

大きな目標として常に努力して行くべきだと考えて居ります。

作業目標数の割当は3千5百万介でも、実際昨年県下の作業数量を見ますと、

決定的な数字ではありませんが、 34年度8千6百万介の作業が行われたと云わ

れて居り、 33年度は 9千万介以上 l憶に近い作業が行われた様に聞いて居りま
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す。県の真珠の筏登録7万5千台から見ても、当然でありましょう。 8千万介

の作業に釘しては少くとも 1穣2、3千万介の母介が必要で、(各種サイズはあ

りますが)、ざっと〆数にして百万〆近い〆数となりますから、漁協側の供給

は〆数的に児て地介を入れて半数強と云うことになりましょう。決定的な数字

は、今の処把握出来ませんO 但し本県の場合大体作業の重点が4年介であり、

漁協側の供給は3年介重点でありますから、〆数の差を介数の差と見ることは

早計で、 3年介で供給し業者自体準備介として、 1ヶ年近い養成を行い、作業

基準に合せて行って居ると判断して居ります。

筏の規制も最終的に 5万5千台になり、国の割当も35年7千6百万介余とな

り、比の辺が本県の作業数量として落藩するとすれば、当然大きさ別の差はあ

っても、一応 i億前後の母介が年間必要です。将来比の母介の生産、供給等に

重点を置いて計画が樹立されて行くべきですが、計画通りに行くか、否ゃに問

題がある様です。

3. 母介生産の今後について

将来県内需要が前述の l億万介程度と考え、珠の品質向上の点から当然漁協

側で生産されるべきであり、法の上からも亦本年4月の長官通牒からしても珠

の漁場では準備介以外の母稚介の養成は行わず、王寺:ら珠の品質向上に進まれる

べきです。業者の方に安心して斯くあって貰う為には、今後のほ介の生産が如

何にあるべきか、大略次の三点になると考えられます。

1. 生産量の問題

l億万介の数量が如何なる段階で生産されるか、現在では余りに大きい問題

点であります。同iち介免許漁場内母介の生産量が完全に把握出来るか、その

生産介数が l倍、を下廻らないか、登録された筏台数全部が冥剣に母介生産に精

進して居るか。是等の諸問題が解決されないと母貝生産の基礎は解決せられな

い。比の為に県当局は先ず、20〆の責任生産量を賦課し、而して其の生産実績を

掌握して、次の手を考えて居られるものと祭せられます。年々秩序正しく其の

生産が(内容的にも)確保されて行くことが肝要ですが、現在迄も県内の何処

かで一応必要量が曲りなりに作られた為、珠の質の低下や、生産過剰となって

白からの手で業界を痛めつけて来たわけでです。日下の急務は前述の母介を如

何にして漁協の手で確保するか、需給の時期は何時が良いか。研究の余地は充

分ある様であります。

2. 質の問題

母介の〆数的要求は或る程度満し得られるとしても質の点となると更に難し
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くなります。業者各々がf午業内容を異にして居り、如何に計画生産とは云え漁

場、技術の点からしても、一方的に押しつけることは不可能でありますから、

全般的な要求を満ーし得るほ介の養成は非常に難しく絶えず研究努力を重ねて要

求に近づけるべきであることは申す迄もありませんが、特に大珠用の要求の多

い現在としては、大珠作業に充分な若い力の強い、良質の母介の生産に遭進す

べきではあるが、劾もすれば量に拘泥し~Jい弊風があります。

今の段階では人工的栄養で、成長を助長することは出来ないから、限られた

期間に如何にすれば肥大するのかと云う点になります。そうなれば当然早期採

苗から若手して、稚介時期の発育を旺盛ならしめる等ですが、いずれにしても

密殖が禁物なことは云う迄もありません。創意工夫を重ねて、他に比類ない母

介2:1)'1:成することが先ず第一で、其のこと自体が漁民の収益増強にも直結する

ので、正に一石二鳥であり業界の安定も期し得られ、母介養殖本来の使命と云

うべきでしょう。

3. 需給の問題

母介生産業者から珠業者への需給関係が円滑に行われ、双方、共存出来る扶

況が最も望ましく、母介の生産量が適正でも、一方に偏在しては業界の秩序は

保てなし、。出来れば珠の共販制度と表裏一体に出来れば申分ないと思うが、現

在の吠況では極めて難しい。尚又、母介代金の基準を何処から算出するか、其

の支払方法を如何にするか等の問題となると、前途は尚更速い。母介生産者に

してみれば、慈善事業ではないから、単価と決済方法が問題であるし、業者側

にすれば、母介の量の多寡に依り単価が移動しては経営の安定は難しいと忠わ

れます。

仮に量、質の問題が解決されても、此の問題の解決が出来ないと、真の計画

は出来難いと三与えられます。

以上三点の外に根本の採苗事業が天候気象に左右せられ、豊凶が多く不安定

であるから、此の辺にも弱い一点があります。研究と努力に依り採苗に安定性

をもち、優秀なものを養成することに習慣づける必要があります。当然劣悪質

のものも、過剰j量を、自主的に廃棄出来る迄に進歩しないと、充分とは云えな

いと思います。

待望のアコヤ介の人工採苗が完成され、人工的に優秀品種の交配が行われ、

新しい品種が自由に作られる様な研究が進められても、良い時期ではないかと

云う気が致します。
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チリ地震津波によ る

真珠関係被害状況調査表

昭和 35年 5月初日現在

三重県水産課}

全国真珠養殖漁業協同組合〉共同調査

三重県莫珠貝養殖漁業協同組合)

真 珠関係被害総計 5，702，790千円

ー真珠養殖関係

くろ貝の被害 (詳細第二表) 4，264，190千円

手持母貝の被害 ( グ ) 562，260グ

小計 4，826，450グ

筏施設の被害 イア 452，480グ

5，278，930グ

圏雲珠貝養殖関係

翼珠貝の被害

筏施設の被害

言十

合計

(詳細第三表) 310，000千円

(グ) 113，860 ij 

423，860グ

5， 702， 790千円
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和歌山県の被害状況

O 真珠 養 殖

業 者 数 36 人

筏 総 数 2.750 台

筏 総 数 1.910 台

の 滅 失 1. 013 
被量ヨ 大 破 453 
状 中 破 136 
1兄

破 308 

筏
総 額 46.436千円

警 3万円未満の

被 額 3 - 5 

審 別業 6 - 10 I 1 人

額者_jJ二三_ill)_1_ _ 11_ 
数 51-'"'"'_ I 15 

0 真珠員養殖

自
関 係

叩 9 人|組合員数

p品g. 使 用
2.224 台筏台数

個 業者数 124 人
人
介品主2与

筏台数 280 台

筏
|総 数 1.997 台

の 滅失 1.179 
被呈至 大 破 466 
状

中 破 235 i兄

破 117 

筏
i訟 額 67.075千円

の(中
害被

3万円未満 44 人

被害つ破.1、、
3 - 5 80 額

額を 別 6 - 10 
合 業

む 者 11 - 50 3 
) 数

51 - 5 

-14 -

滅失、大破の内訳

被業者害数 被筏台害数

総 数 27 1.466 

1-10台経営 7 35 

11 - 20 2 26 

21 - 30 

31 - 50 2 50 

51- 16 I 1. 355 I 

滅失、大破の内訳

業被者害数 筏被台害数 I
人 J口L、

個 総 数 80 80 

1-5台経営 80 80 
人

6 -10 

悼品ん 10 -

自営被害筏総数 1.559台

母、稚貝の被害

重量〆 金額 千円

母 貝 37.770 93.646 

稚 貝 22.770 38.539 

計 60.540 132.185 



高知県の被害状況

0 真珠養殖

筏の被害額

一一一一一
78人業者数

_j3~竺一一一一一
| 千問 l 千問

総 額 I 8. 537116. 940.61 

|木筏(竹丸

貝の被害内訳

一同

8
一
2
一

額
一
千
円
以
一
瓜
一
刀

一
郎
一
士
一
引

金
一

m
l一
凶

民章一♂一戸…

章
一
山
一
山
一

一
貝
一
貝
一

一
ろ
一
昭
一
計

一
く
一
手
一

滅失、大破の内訳

直塑室生J墜君主主盃重-
IJt三筏|竹筏 木筏 i竹筏

"" '" 
総数 I 3人i45人 249台1356.21
11-10合 I A I .~ i ~ I 

経営I 0 I 40 I 0 I 98. 7 
一一一一11-20 I 2 1 I 18 I 12 

~21づ立1__.Q_J~l_I__Q_II_llJ)

_31竺但し旦ーしよ一一立一直ι
51_____ i 1 1 2 I 231 I 199. 

一一一一 一
滅失、大破の内訳

j被筈!被害
I ~業者数 1.筏台数

j総数 6人I 3.4合
個目可否i一一三一「一て7

経営! ゐ'-'せ

人 16-10 I 0 I 0 

営!戸空 oー o

自営被醤筏総数 | 4 

。真珠貝養殖(竹筏のみ)

門

h
u--4 

lTt!日
lr出 10.8 B 

悩
人
営

自

営

筏
の
被
害
状
況



母、稚貝の被害

熊本県の被害状況

手持母5i.ろ 貝く

被害金額

0 真珠養殖

i i  
0 事珠貝養殖

収容介数 I 1， 965千貝

被害介手 383千只

被答企京 J 正55H円

本会報lこ先般突如として来襲したチリ地震津波の災害に対するアンケ戸トを

同封致しました。大変御~忙のまFrとは存:じますが是非共御協力下さる様お願

い致します。アンケートは少数の方の御回答を得ても意味をなしませんし、

又こう云う折に皆様の声を祭める事は今後の為にも大変有意義な事ですから

本アンケ{トの趣意を十分御理解のよ研究会あてにお送り下さい。

一一一災害のアンケートについて

ハむ



チリ地震津波県別真珠被害一覧
真珠聾滋関係 筏 被 害 く ち 貝 手持母貝 母良 くろ良・母貝・稚貝

被合寄総計額

三提!恩
筏台数 金 額 貝 数金 重富良数金 額 貝数金額 員数金額

予円 手民 'fPl 
7千01J 

千 千

113，5千00倒鳥羽地区 590 11.425 1.308 91.560 10，515 
的矢地底 2.712 33，915 5.315 372，050 2.849 42，735 448，700 
英潟潟地区 23.020 287，765 45.119 2，707，140 24.171 3o2，565 3，357.470 
五ケ新潟地区 自.710 89，875 13.599 815，940 7.285 109，275 1.015，090 
F箱路地区 1.540 19，250 3.018 181.080 1.617 24，255 224，585 
紀州地区 820 10，250 1.607 96.420 861 12，915 119，585 

計 35.392 452，480 69.966 4.264，190 37.484 562，260 5，278，930 

奨正案良費璃関係

鳥羽地区 30 390 105 1，050 1，440 
英五nr.雪地忽 宮30 11.655 3.255 ~2 ，550 44，205 
1).グ所潟地IK 4.460 66，565 17，770 177，700 244，265 
F有路地区 1.510 18，875 5.285 52，850 71.725 
紀州地区 1.310 16，375 4町585 45，850 62，225 
4、 まf 8.240 113，860 31.000 310，000 423，860 

俗図』県 925 19，20日 7.349キj関 291.054 310，254 

和歌山路 3.111 113.5U 133714S3 88勾 414.754 528，265 

徳島 県 1.335 54.921 41.83334 52匂 262，135 317，056 

潟知県 620 26，524 3.732 150，384 176.908 

塁走媛県 1.760 43.858 4123a52528 3 5均 106，024 149.882 

熊本然 221 1.400 15.661 17.061 

~t 7.972 259.4H (230524守35745K9 1.240，012 1.499.426 

総 計 51.60.j 825.754 69.966 4.264.190 37484 562.260 31.000 310.000 E3a5243574千5K民g 1.240，012 7，202.216 

水産IT.e三重県.金関m毛漁協言まによる。

真珠養殖経営規模別被害状況調(三重県)(35.5.26) 

年三~?141?8i調YE宣m7:z-lu 言葉有者数 222人 177人 以48上人 2，35

災潜部筏施設
率 11.9%1 15. 1 %1 12. 9%1 31.7%1 100% 

筏被l1lE流失F台数!Z問 台l4o調謝剖izm台 Lm|lllz却台l「|i ml  再lt田z現9:台% 施 小破台数!2品J口へ51 2， 3491 2， 026台 2，571台 2，196台 5，3白台

設計 5，1671 4， 8841 4， 212台15，344台 4，365台11，220台の答 % 
被害 率 58.91 ij I ij 1 ij 1 ij 1 h 

く十
ろ被 tll(~1l'1& 110，216) 9，6571 8，3301 1O，583! 9ぺ ω 
東雲 ; 

率 ij i // 1 // 1 54.4% 

主の…目t:月山母被被害介数 4，490%1 5，6851 4，8091 11，8601 37，484 
貝努

主事 言 。 ij I ij 1 26.9% 

円
F
A

τ1ι
自

(係資料より)

①
被
山
田
両
者
数
の
比
率
は
小
規
模
業
者
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ど
大
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悶
率
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(県資料より)

(くろ貝)手持母貝}
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伊勢湾台風被害との相違点

伊勢湾台風

1.被害時期が9月末の真珠作業終

期であった為、復旧に余裕があり (6

ヶ月)又その間真珠の採取期となっ

た為、資金繰りも大体順調に進んだ。

2.被災誌は養殖場附近に残りその

水深も 5-20mまでで整理も比較的

容易であり、従って脱落した真珠貝

の収拾率もよかった。回収率は60-
709告と推定される。

3.筏は湾内に止まり、外洋に流出

するものはなかった。

4.真珠養殖関係の陸上施設及び船

舶の被害が大きかった。

5.台風警報により予め警戒態勢を

準備する余裕がありある程度災害を

防止する事が出来た。

6.既往の災害が殆んどなく、順調

な経営状態にあった。

7.台風時の海底の撹乱作用は少な

かった。

(県資料より〉

チ リ地震津波

1.核入れ作業開始期である為、早

急に復旧を要し、復旧が連れると本

年の作業は空白となり生産量も激減

する恐れがある。特に l年養殖の小

屋珠が不足し、各サイズ間に不均衝

を4:じ全般に重大な影響を与えるお

それがある。

2.津波により湾内は激流(時速10

-15浬)となり、この為筏は広範囲

に亘って数回往復移動し、破壊沈没

したもの多く、水深も15-30mに達

し、整理回収は盟難を極め、脱落貝

の回収率も極めて悪く (20%が限度

か)且つ海底捜乱による泥の為、死

滅率も高い。

3.相当数の筏が外洋に流出し潮流

に乗って散逸した。

4.陸上施設及び船舶には殆んど被

害がなかった。

5.予め何ら予防措置がとられなか

った。

6.伊勢湾台風被災後わずか8ヶ月

で再度被災した。

7.海底の撹乱により、海底に堆積

した有機物を含んだ泥は耕転され従

来心配されていた漁場の老朽化はあ

る程度改善されたものと考えられ

る。

-19 -



津波災害に謝し 陳 情

一補助金融資・共済制度の確立などを中心に-

日本真珠振興会では、去る 5月24日未明本土を襲った「チリ一地震津波」の

真珠被害封策を寄り寄り協議中であったが、水産、通産、大識の各関係官庁に

射し、

1. 復旧設備にま討する補助金の交付

2. 長期、かつ低利の特別融資

3. 借入金返済の延期

4. 政府系金融機関から融資されるまでのつなぎ資金の斡旋

5. 真珠養殖事業の特別共済制度の確立

6. 復旧に要する資材の斡旋

7. 復旧資材価格暴騰の抑制

8. 被災者の減免税措置

以上について、救済施策を講ぜられるようとの陳情を行った。

陳情書

チリ一地震津波が、日本の真珠事業に与えた災害は、静岡県清水港の潰滅を

始めとして、三重県全体、四国の南岸、和歌山県等太平洋に商した漁場は70%、

全国平均して50%、金額にして総額60憶円を上廻り、現在までに判明した各県

毎の災害は次の通りであります。

御承知の如く、大手筋の養殖業者は、各県各地区に養嫡場が分散されている

関係で、平均の損害は30%と推定されるが中・小・零細業者の大部分は一県ー

ケ所に漁場が限定され、そのために全滅に類する業者は、相当多数に上る見込

みであり、かっこれ等の業者は、自力では再起困難と見られる次第でありま

す。 一中略一

今回の災害は一時的ではなく、 ftい期間にわたり被害の結果が現れるもので

ありますから、政府御当局においても、真珠事業は「国の重要な輸出産業Jで

あるとの見地から、全体の災害60億円に封L、取り急ぎ、次の救済施策を講ぜ

られるよう、お願い申上げます。

付補助金の交付

被災者にはその復旧設備資金の 100%を補助せられたい。
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同 長期にして低利の特別融資

特に農漁公庫の撃す象とならない業者については、被災設備及び経営資金につ

いて、特別立法に基き、政府系金融機関から、その復旧資金を、期間10年以上、

特別低利を以って融資せられたい。

国 従来の借入金の返済の延期方政府において斡旋せられたい。

同 政府系金融機関から融資せられる迄のつなぎ資金を市中銀行より融資する

事を政府において斡旋せられたい。

同 真珠養殖業について、特別共済制度(例えば漁船保険の如き)の硲立

制資材の斡旋

特に資材の価格暴騰の抑制j

同被災者の減免税

なおこの際重ねてお願い致し?とい事は

(1) 生産再開、輸出増進のための諸施策中、特に中以下零細業者の殆んどは一

県一作業場に限られ、その多くは全滅の苦境に陥っているため、特別の考慮を

払われたい。

(2) 中以下零細業者には、既に農林大百の斡旋で農林漁業金融公庫から、地区

真珠業種特別組合を通じ、長期生産資金と伊勢湾台風災害復旧賛を併せ融資され

ている関係主、今回も斯様な一定条件に基き、何分の特別施策を講ぜられたい。

(3) 従来この種施策に撃すしては、たとえ業界の要望が達せられでも、調査、査

定等に長い時日を要し、生産再開の急、;場に間に合わず、国からの折角の思悪が

その効果を完全に発揮することの出来ないのは誠に残念五極、今回は特別の御

取り計いで速やかに救済施策を講ぜられたい。

最後に、御考慮願いたいことは、今日の災害とは直接に関係はないが、将来

海外えのi愉出を有利に増進するためには、

マ 業界に強力なプーノレ機関と、これに必要な豊富な資金、即ち、現在年間の

生産量は l 万 2~3 千貫に達し、輸出業者は、この生産量の大部分を、その年

度内に海外に愉出し、外貨を取得して国策に協力している実f青である。その結

果市場価格はどうしても外商に指導穫が握られせつ角の独自産業、輸出のホー

プである真珠が、より真価を発揮し、より多くの外貨を取得するに困難を感じ

ている。今回の災害の禍を福に転じ、さらに一段と国策に協力の実を挙げるに

は、季節的浜揚げ集荷品の一定期間プーノレ、加工面で豊富なパラ珠のストッ

ク、輸出面で自主的輸出の調節、以 I二生産加工、輸出を一貫して、金業界とし

ての自主的調整のためのプーノレ機関の設置とこれに要する豊富にして長期の資

金の道が講ぜられL.1.ば世界市場えの輸出の指導権は、国内業者が握ること Lな
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り、輸出は一段と有利に上昇することは明らかである。

現在輸出量は I万貫、金額にして百億円突破せんとしているが、将来の輸出

の見透しとしては、国内での輸出調整が完全に行われ、海外えのP.Rに積極

的に乗り出せば、アメリカの市場は勿論のこと、中南米諸国、カナダ、さらに

欧州の市場は開拓され、数量においても金額においても、一段と輸出は仲良

し、現在以上に有利に外貨を稼ぎ出し、国の財政、経済に貢献することは容易

なことであるO

何卒、右の事情篤と街]検討の上、今災害聖母策とは別個に、恒久性ある毘策と

して、実現方を切望いたす次第であります。

iY1JZ-百!
-一"一一一.._._._..ー"一.J C県資料より〉

目下作業時期である為、早急に復旧する必要がある。遅れると本年の施術は

空白となり生産量は激減し今後の事業経営特に資金繰りに重大な蛙鉄を生ずる

恐れがあるので取り急ぎ次の様に復旧を計りたい。

① 筏施設について

筏施設については別途進められている。筏規制jとの関係も考慮、し(筏規制に

ついては既定年次計画通り進める36年度目標55千台)取り敢えず流失大破筏を

復旧する。その結果筏の総数は次の様になる見込みでこれにより本年度真珠生

産計画に基づく施術割当貝数76，676千介の作業は略可能と考えられる。

0真珠筏

新設復旧数 18，368台

中小紋補修数 17，024台

残存数 24，608台

計 60，000台

0冥珠貝筏

新設復旧数 4，844台

中小破補修数 3，396台

残存数 11， 760台

20，000台
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② 母貝について

施術準備貝のうち滅したものは38，0∞千介で保有涯の凡そ30%であって冥珠

生産計画に基づく割当数の達成に必要な母貝については県内産のもので充足で

きる見込みであるが、この際価格の異常な値上りを防止し、Eつ配分の公平を

期する為母貝生産者側の県真珠員漁協と需要者側の全国哀珠漁協の二者による

一元的な取引の実施について協議を進めている。

一
索
一

一
探
一

一
の
…

一
筏
…

一均一以一

一
沈
一

英虞湾を始め各地では冥珠筏が海底に洗没し、からみ合って引揚げ困難であ

るが、各地の筏が移動洗没したため、その所在地も不明であるので県庁、水産

試験場とタイアップして第4管区海上保安本部水路部の協力をあおぎ、音響測

深機により 、その探索を行鳴

っている。

海区は別記の通りほ Y全

海域にEって実施している。

方法は音響測深機に{象が

出れば直ちにブイを放り こ

んで、後に潜水かクレーン

船によって引揚げを行って

いる。

こういった近代海洋機器に

よって探索が行われる事は最初であり 、成果が期待されている。 (白井)

英虞湾 6月22日 機械調整

23日 御座、越賀、和具

24日 間崎、布施回、船越

25日 神明、立神、波切、問崎 (神明側)

的矢 湾 6月26日 的矢

27日 的矢

烏 君事 6月28日 鏡浦
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五ケ所湾 6月29-7月2日

英 虞湾 7月3日以降

起重機船に

よる引揚作業

海底に沈没した筏は、から

み合って何10口にもなり 、潜

水夫によっても従来迄のクレ

ーγでは揚らないので、全国

r1;rM~漁協は神戸から機軍機船

を契約して、各地区の引妨作

業の斡旋をした。

これは字国工業株式会社の

~羽海工丸 (デイ ー ゼノレ200馬

力、 40トソ吊クレーン)と第

6海工丸 (59トγ曳船)をチ

ャーターし、各地区毎に沈没

筏の引揚作業を行っており 、これ返は113平均217r余りの錨をあげ効果は十二

分に上がっている械である。

この他、や L小規模のクレー:-'1Yri!とより各地で引揚回収が行われ、復旧は順

調に進んでいるが、この引制作業は、掃海作業として国JdI補助の見通しがつい

たので、県庁と共に話を進めているが、この封象は個人や任意;団f4三では駄目で

あるので、 全国真珠が主体となる様に体制をととのえる事になっている。

作業 日程

6月15円-24F1
6月25日-29日

6月3013-7月4R
7月5日-7月9日

(向井)

10日間 布施回

5日間 間崎

5臼問 越賀、 御~共同

5日間 越賀、御座単独
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-a守

チ リ地震 津 波被 災写 真集

-p 

、. 

-. 

1960. " 5. ー 2~

(明野航空自衛隊提供)

昭和35年5月24日早朝突如として本州太平洋沿岸地方におそったチリ地震津

波はその規模未曽有のものとなり漸く伊勢湾台風の災害から立ち上りつつあっ

た真珠養殖業に大打撃を与え伊勢湾台風のそれよりもはるかにその被害は大き

く57億円(三重県のみ)の多きに上っている。

特に今回は核入れ期という最も大事な時に連続的に押し寄せた津波のために

イカダはぶつかり合い押しひしがれ員も広範囲に亘って沈下した為に回収は全

く困難をきわめている。昨年の台風に相次ぐ災害で生産面では相当な減産が予

儀なくされ 2~3 年後の輸出面にも当然それが現われて来るのではないか。

ここで真珠養殖業そのものの体質を自覚し改善に努めるべき好時機ではない

Tごろうか。



昨秋の台風に相次ぎ此度突如として来襲した「テリ地震津波J

は未だ伊勢湾台風の被害の復興途上にある養殖事業に極めて甚

大な被害をもたらし真珠関係のみで総額72億円 (内三重県57億

円)と云う数字を示して居ります。

自然の脅威に射し極めて抵抗力の弱い養殖施設の今、過ぎ去っ

た大災害を顧み再度この様な災をくり返さない為に、被害の中

から崎:い経験を体得し、今後の養殖技術の中11二秒訓として生か

し万全の針策を講ずべき事を考えます。

この写真集もその様な意図の下に集録したもので常に当時の様

子を偲び自然の暴威から養組事業を守る為の一助ともなれば幸

です。
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"復旧作業に懸命"
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貝の回牧作業

沈下した貝は台風の時

と異り海底から泥がま

き上げられその為泥に

埋ってしまい80%は鈴

死し回収はむづかしい
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チリ地震津波による真珠関係被害状況 昭和35年5月現在

車操4・掴嶋悟 哩且 酷 嘗 〈 '> 貝 乎拘 la A 睡 A <，>"，..111帽貝
融合事・e計. 

三重県
筏台敏 金 鍋 民'"壷 観 良 敏 金 . 貝 般 企 ・ 貝散会組

鳥羽地区 • 590 11.425 1.308 81.560 101 10.5守25' 113~句0F0病
的~岨砿 2.112 33.915 ~S15 312.050 2.8，絢 42.735 448.700 
提血清...区 29.020 281.165 45.119 2.101.140 !t.l1l M2.565 3.3S7.m 
Eタl!ii'l"区 6.710 8弘前5 13.599 815.140 1.285 109.275 1.015.090 
開島睡眠 1.540 19.250 3.018 181.080 1.611 24.m 224.585 
紀州地区 820 10.250 1.607 98.420 811 12.915 119.585 

酎 95.392 m.480 89.966 4.2制.190 31.484 562.260 5.278.830 

高聡良費吊目品保

鳥羽治区 30 390 105 1.050 1.440 
!1lfJI縄地区 930 lI.m 3.255 32.>50 叫，205
五タ開時間地区 4.460 68.565 l1.m 111.100 244.285 
商品網島区 1.$10 18.815 5.285 52.850 11.125 
紀州地区 1.310 16.315 4.585 “.850 82.225 

計 8.240 113.860 31.000 310.000 423.860 

"間 風 925 19，200 1.349 'fo. 291.054 310，254 

和眠山県 3.111 )13.5U !3"2.3 888晦 414.754 528.285 

1!畠鰍 1.335 54.921 4183334 52晦 m，135 317.056 

高岨1'1. 620 28.524 3.132 150.384 116.908 

~ It 1'1. 1.160 43.858 -2l.2952528 3 5均 106.024 149，882 

'" ，監獄 221 1.400 
15.681 ~1.061 

肘 1.912 259.414 認Jii拘 J.240.0I2 1.499.426 

総 計 51.8自4 825，154 69.968 4.284.190 31484 562.260 31.000 310.000 ES0EE42S7-司5P均R U40.012 

本霞ff.三置1'1..全国副島...回同車による.



筏 用材木の共同購入

今回の災害は、潟水の全体移動によるため筏の被害が大きく、沈没したも

の、折損したもの、流失したものが多く、従って、復旧作業にともないナノレの

市安が激増し、資材不足と、値段の高1騰を来しております。

この為に全国真珠i魚、協ではナノレの一括購入を計画し 5月31日林野庁に到し、

国有村の払い下げ方を陳情しました。これに封し各地の営林局管内の材木約

30，000本の回答を得ましたが、時期的にや L遅れるので、とりあえず民有材の

交渉を始め、湖、fJl商J~jから50， 000イドの購入を契約し、 6 、 7 月分として 7， 500本

の檎材を受入れる事になりました。

伊勢湾台風以来、ナノレの不足を米し、現在21f(物が少く、入千悶慌であるが、

他県からも導入して業者a の希望に応えられる様努力している。

第一次の受入れは船により、各地区の希望場所迄とどけ、 300本以上まとま

れば個人の漁場jZ送ることになっており、申込みは各地ほの役員を通じてまと

め、数量も筏単位(大7本、小13本)で扱い、現在迄下記の地区からの申込みが

あるo (白井)

船越 L 500本

方 2，200本

片 剖 2，300本
{~]明 2，600本
五ケ所 510本

i兵島 L 000本

暑中御見舞申し上げます

災害を受けられた方々はその整理復旧に、又施術

作業に御多忙の事と思L、ます。 71<.j昆もどんどん昇

って来る頃となりましたので夏季奨死を防ぐ様万

全の措置をとる様にして下さ L、。
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災害復旧lζ対する補助金及融資について

全国真珠養殖漁業協同組合常任監事 安 出 勝 己

伊勢湾台風の記憶が未だ新しい内に又々今度の津波被害で、しかもこれが伊

勢湾台風以上に凄惨を極め被害総額も72億円と推定されて居ます。これは伊勢

湾台風のそれを遥かに上廻った数字であるだけに、その複!日も容易でない事が

想像され、被災された方々に心から同情申上げると共に復旧の一日も早からん

事を念願する次第であります。

被災者の方々もとりあえず応急の後仕末と漁場の整理を終られたでしょう

が、本格的な復旧と次期作業は今後に残された仕事として更に大きな努力が必

要でもあり、それには先立つものは欠張り復旧資会で、これを自己調達出来る

方は別として、大半の方々は国庫補助或は制度融資による資金の導入に期待さ

れる事になりましょう。全国漁協でもこれ等の情勢に応じいち早く関係方面に

封し被害状況を報告すると共に、多くの被災者の方々が期待される災害復旧の

為の諸立法措置の促進を陳情して窟りました処、補助金並に融資に関し大体伊

勢湾台風時と同様(一部はそれ以上)の立法措置或は制度の改正が構ぜられる

事となりました。以下関係分について今までに発表された点を簡単に説明申上

げます。

(1 ) 天災による被害農株漁業者に対する資金融通に関する暫定措置法(天災法

融資)に基く真珠養殖関係資金について

1. 融資釣象者

今チリ地震津波により被害を受けた莫珠養殖業者

イ、一般被害漁業者

口、特別 。グ

2. 資金用途

莫珠養ダi直に必要とする諸資材の購入及修理、人件費等の一般経営資金

3. 融資限度

総額拘置円 一般被害漁業者35万円以内 特別被害漁業者50万円以内

4. 被害に針する融資率

5. 融資要件

初度被害者 50%以内 重複被害者 80%以内

イ、利率一般被害漁業者 6分 5厘以内 特別被害漁業者 3分5度以内
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ロ、償還期限一般被虫漁業品 J新規被害3年
口 伝 1重復被筈4年

特別被害漁業者 5年

ハ、貸付形式証書貸付

ニ、保 証連帯保証人2名以上損保は徴求せず

ホ、融資金融機関 漁業協同組合(自己資金による融資能力のある場合)

県信漁連、農林中金(漁協転貸)市中金融機関

(2) 農林漁業金融公庫資金(主務大臣指定施設の災害寵旧資金)に基く真珠関

係資金について

1. 融資封象者 莫珠養殖を営む個人又は会社で今テリ地震津波により被害

を被ったもので経営規模筏台数500台未満の業者

2. 資金用途養殖用筏設備(つり寵及び母貝を含む)及養殖作業場、作業

用船舶、倉庫の復旧、但し筏とつり寵及び母貝を)体として取得する場

合に限る

3. 融資限度 一件 500万円以内(融資主十580%)

4. 融資要件

イ、利 率 6分5厘(据置期間中6分)

口、償還期限 10年以内据置期間2年以内

ハ、貸付形 式 証 書 貸 付

ニ、保 証組合役員連帯保証担保に付いてはなるべく融資封

象施設以外の不動産を徴求

ホ、融資金融機関 農林中金(漁業協同組合転貸)市中金融機関

尚公庫に於ては漁協転貸が原則であるが、漁協の貸付限度等の関係其の他の事

情により転貸が出来ない場合に限り漁協と協議の上個人申請を認め公庫が直接

融資を行う事を検討中

(3) チり地震津波に対する天災法融資に基く資金のつなぎについて

1. 融資封象者 今チリ地震津波により被害を受けた真珠養殖業者で天災法

融資に基く資金の借入を受ける者

2. 資金用途天災法融資に基く資金のつなぎ

3. 融資限度総額 5憶とし個々には決定せず

4. 融資要件 融資金融機関の定める処に依る

系統資金の場合

イ 、利率 2銭2厘

口、償還期限 天災法資金借入まで

門
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ハ、貸付形式 手形

ニ、保 証 組合役員連帯保証

ホ、融資金融機関 農林中金(漁協転貸)三重県信漁連

(4) 昭和35年5月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復18事

業に関する特別措置法に基く国庫補助金について

1. 補助撃す象 経営規模筏100台未満の業者

2. 補助すべき筏台数と補助率 被害(滅失、大破)台数最高30台
初度被害者 経営規模10台までの経営体について10台まで 90%

累年被害者 経営規模100台 。 10台まで 90%
1l ~30台まで 50% 

細目は実施要綱と予算措置により実質的な内容は多少変更ある見込(伊勢湾

台風時10台までが補助封象となったが、実際は予算の関係で2台を限度とさ

れた)

以上説明致しました様に融資を受ける場合例外を除き、何れの場合にしても流

し方の基本的な考え方は漁協を通じての転貸と云う事であります。

つまり一般的に見て個々の信用では仲々融資の釘象となり難いものも漁協を

中心として信用力を結集し、漁協の行う事業に密蒼する事によって国の政策に

基く事業が行われ他聞債楼確保も可能であり、その意味から組織を信頼し融資

を行うと云う意図に基くものであります。

然し現肢では養殖漁協の設立も漸次その気運は醸成されつ Lありますもの

L、我々の意図して居るブロック単位の組合の設立は未だ数組合を出ない朕態

で、この様に受入れ側の態勢が不整備では折角の資金も時期的に間に合わず、

災害復旧に大きな支障を来す事となるでしょう。

この様な災害は再びあってはならないと忠いますが、無いとは云えません。

いつ如何なる事態が発生してもその場合に必要資金が脈々として系統組織を通

じ流入出来る様な態勢を今の内に閉めて置く事が極めて必要であり、此の意味

から今災害は一つの契機とも云えましょう。 何れにしても組織がなくては折

角の資金の出し様がないと云うのが現状であります。此の際地区に設立気運

のある処はこれを機会に思い切って設立を促進し受入態勢を整備する事が肝心

であります。尚早急の間に合わない地区に於ては地区の綜合漁業協同組合を通

じてでも資金の導入が出来る様充分話し合いをつけられ地区の漁業協同組合を

通じて災害復旧資金の導入を促進せられるも一つの方法でもあります。

全国漁協に於ても出来れば融資について皆様の相談に応じ全国機関としての

立場に立って資金の円滑な導入について協力して行き度いと考えて居ります。
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真珠養殖業における海上施設お

よび仕掛品の災害に対する特別

準備金制度立法化に関する構想

1.類似の準備金制度

(1) 貸倒準備金

a. 各事業年度の繰入限度額

卸小売の場合

同期末貸金×ーJ"5__X~…塾
1.∞0" 12 

(ロ) 所得金額x _~~ 
100 

州、(坊のうち、低い方の額を当年度の損金に算入

b. 最高繰入限度額

付) 期末貸金×J-
100 

(ロ) 期末資本金額十期末再評価積立金額十期末資本積立金額十期

首積立金

(イ)、(ロ)のうち低い方の額まで積立てることができる。

(引退職給与引当金

1. 労働協約による場合

付) 期末退職給与金の要支給額一前期末退職給与金の合計額=当

期発生額

(ロ) 期末特定預金等の合計額x~g旦期末退職給与引当令=預金
l∞ 

上の制限額

2. 就業規則または、税務署長に届出た退職給与規定による場合

付) 期末退職給与金の要支給額一前期末退職給与金の合計額=当

期発生額

納 期末従業員の給与総額×合=給与上の制限額

同 期末特定預金等の合計額×一担旦一期末退職給与引当金=預金
1∞ 

上の制限額
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3. 期末引当限度額

約 期末退職給与金の要支給額のす

(ロ) 期末特定預金等の合計額の 40立
l∞ 

(イ)、(ロ)のうち低い方の額

(3) 価格変動準備金

たな却資産
f期末たな卸資産の簿価

期末たな卸資産の簿価一{
I ij 時価

のうち低い方の額x92%=繰入限度額

所得金額を限度とする。

(4) 特別修繕引当金

1. 船舶安全法の規定による定期検査をうけなければならない船舶の

定期検査のための修繕費(資本的支出を除く)

2. 銑鉄製造用のよう鉱炉、板ガラス製造用のよう解炉に使用する煉

瓦の過半数を取り替えるための修繕費

前回の特別修繕費×一一一望埜空里竺旦聖一一=繰入限度額
指定月数(船舶は48月)

(5) 輸出損失準備金

(a) 付) 契約高基準

当期契約高一当期取消契約高) ~ 
1 多い方 U 

当期末未履行契約高 ) VJ ;Y V . /~ ^ 10∞ 
(ロ) 所得基準

貿易業からの所得x_3_5 
l∞ 

(イ)、(ロ)の低い方

(b) 繰入最高限度額

(イ) 契約高基準

{倒契約高一当期開契約高) x 12 1 
一一一一-i多い方×

当期末末履行契約高 当期の月数j

_l立一二契約基準算出高
1.000 

(ロ) 資本基準

期首撞立金十期末出資金または資本金十資本積立金+期末再

評価積立金=資本基準算出高
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16) 異常危険準備金

損害保険事業を営む保険会社(水産業協会、組合共済会、船主相互組

合、外国保険会社)、公共工事の前払金保証事業を営む保険会社が、

責任準備金を積立てた場合において、自動車損害賠償責任保険以外の

保険に係る異常災害による損失の補填に充てるため保険の種類または

共済の種類ごとに一定金額以下の金額を異常危険準備金として積立て

た場合、その積立金額

(7) 違約損失補償準備金

商品取引所、証券取引所

売買取引の違約に因り、その会員が蒙った損失を定款の規定により補

填した場合のその補填に充てるための繰入額

2.水産聾殖災害準備金(仮称〉立案の構想

1. 水産養殖業を営む青色申告法人又は個人事業者に適用。

2. 仔) 養殖施設および養殖仕掛品(母貝、施術貝)の期末帳簿価額(価

格変動準備金繰入額差引)の10%-20%

(ロ) 所得金額の35-50%

上記川、(ロ)のうちの低い方の額を毎期繰入れ、損金計上する。

3. 繰入限度額

養殖施設および養殖仕掛品の簿価(価絡変動準備金繰入額差引)の50

% 

4. 繰入金額の38%-50%を災害準備預金として積立てることを条件とす

ることも考えられる。

この災害準備預金を保険料とする保険制度を確立することも一方法で

ある。

5. 真珠養殖業のみならず、他の水産養殖業(かき、のり等)にすべて適用

するようにすることが、立法化をより可能ならしめることと考えられ

る。

6. この制度は、租税特別措置法の一部改正とすべきである。

7. 地方税法を改正し、事業税にも適用せしむべきである。
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i ミ今回の災害にこう思うと j 
iへ~~~-へ-、-1

大事な時期に起った災害からの復旧に毎日努力を重ねて居られる事でしょう。

災害後色々な面で事態が変って来たり、新たに問題として取り上げねばならな

い事等が多々あると思いますので、下記の点について御意見を集めて見ました。

命会員、の方全員に問う事が出来ませんでしたが、下記の点等について御見解を

お寄せ下さし、。

① 昨年の台風及び今回の津波により全く不可抗力的な災害を相次いで被っ

た択ですがどの様な教訓!を得られましたか。

@ 今後叉台風等来襲する事を予想しなければならないと恩いますが、根本

的に改善しなけtLばならない事や予防的措置として考えねばならない事等につ

いて真珠養殖の各面から見てどの様に考えて居られますか。

① 非常に大切な時期にこの災害が起り作業計画の面で大変苦心されて居ら

れる事と思いますがほ貝の面、核の面で必迫し叉時期的にもおくれて来ていま

すのでどの様な作業方針を立てられていますか。

② 沈下した貝はどうしづ状態でしたか、叉筏に残っていた貝は殆んど発死

から免がれた事と思いますが施術をするのに差支えはないでしょうか。両者に

ついての養生方法はどの様にされましたか。員の状態についてなるべくくわし

く御意見をお願い致します。

① 災害後の現在卵抜き施術等の作業方法は今までと同じ方法でやって居ら

れますか、もし異った方法を取って窟られたら是非共お知らせ下さい。

波切 野 村 孝 男

1. 、災難は忘れた頃にやって来る、とは古人の諺であるが、此の文言を抹消せねば

ならぬ時が到来した。平穏な浦海も狂乱怒害事の渦まく大海に変貌した感、が深L、。私達養

殖業者はお互に特化の中に有る心構えで常々の操業に従事したし、ものである。此の更の

津波は特に予報なく静;認に、而も限にみえざる自然の猛威が、やって来たので手のほど

こすいとまも無い有様で特に被害を大きくした。近年台風に対しては可成の注意と予防

を構じつつあったようであるが、連年の災害で未だ復旧の途上にあっただけに残念に思

われる。

2. 資材労務の許される限り、漁場の特質に応じ十三分にするよう叉、其の施行の方

法等全智を傾けて研究応策する必要を痛感する。地元水試は勿論の事、国立研究所、全
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国真珠漁協、各lti協組合、その他の研究機

関と、業者との聞に速かに予防対策を考

究して戴いて、災曾を最小限に喰い止め

られるよ うお願い致し皮b、。 私見と して

A. 竹筏、枠筏の組立構造の再検討

B. 竹筏、枠筏の施設方法

c. ナイロン吊の改善工夫

同化繊網等の強化対策

D. 各留資材の強弱の検討

E. 吊紋の長短終り方

F. ~奇人所有資材、 標識記号の検討

E T C. 

3. 災答後、元状に復旧する為には大

体20日-30目、被密の大きい方は復|日も

さる事乍現物が大方流失生産再開を懸念

される方は誠♂御気毒に思って居ります。

この様な最悪の条件の方Aに対しては同

業者は勿論の跡、各方面共A温い気持で

励ましてやって戴き皮い。精神的にも物質的にも支援を御願申し皮く 、光明こそ何物に

も代え縫い復旧資源であることを。

4. 流失沈下した貝は泥中に製没したもの及び長期のものは殆んど、第死して居り、

岩礁上のものは、未だ生き生きとして直ぐにでも作業可能のようですが、 一応これ等の

脱蕗した介は一括別途に管理して侵き20日-1ヶ月体質の回復迄作業は中止した方がよ

いと思う。

筏に残存していた作業予定介(卵抜飽)は可成の底質泥土を被っているから一応金網

衡に移し縫生、一定期間浅吊(10日位)再び卵抜簡に収容、卵ぬきを開始する。母介も

犬、中、 小、作業介も年度別、各人別、サイ ス・別と混同を仕分けせねばならぬので、ー

ケ所に収容した。雑多の介は酸素盆の十分な上層部に整吊した。認P別も容易であった。

昨年の伊勢湾台風後には、湾奥部の地区は阪府が酸素不足の潮流に見舞われ一回被害

を大きくした突状に鑑み、上K1吊をした。

幸い雨起:も多かったにも拘らず、現在の所潮流の異変はおきないようである。

5. 官iJ述の如く昭和33年6月悪潮発生、昭和34年9月台風後同惨状態に見舞われたの

で、作業介はナイロン吊であり 、脱落補充盤頓し、母介は館入のものは泥桜りをよく洗

絡し一応薄いけとし作業1:'本月15日迄中断しTょ。比較的品質価値の少ない小、座、もの

の作業にき りかえる為母介の泣繰りをし普通の卵抜き方法に従った。但し従来は深吊を

長期に淡吊を天侯をみて一日程度の短期にしたのであるが、大半浅吊とし天候をみて1

時間内外空中震出 (簡の健)する方法をとった。これは思潮予防指置で{自の地域ではこ
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の必要はないように恩われる。これから水温が急カ{プに上昇するので一層注意をして

倍ります。

卵ぬきも、復旧作業をし乍らでつい忘れがちの状況ですから先づ安全の方策をとり、

津波でもやられ懇潮でもやられてはの懸念で、 6月15日頃から可成同然排卵もあるよう

です。

際 中 村 忠、 臣

1.イ、筏に就て古い筏は極力使用せぬ書評

2，口、連結を丈夫にし台風接近にともない出来1.¥}1:こならば

ノ\筏を 2 連併列に組む~手

ニ、なるべく貝を多く吊らぬ事(余り筏に対し貝の負荷

が多い場合損害が多い)

ホ、過度の深吊りは被害が多い

へ、ナイロン通しよりトランク等に依り養殖した方が被害が少い

3. 核は当初予定して!習た30%伎いより(当地区)作業が出来ないからお互に都合を

日一一一い
付ければ差支えなし

{旦し母貝が相当数流失したので(二度の災害に依り)例年の30%位いより出来ない

4 沈下した貝の内卵抜きの為め竹籍の貝は一応、金網龍に移し養生した沈下貝の内約

半数は繁死して居た。筏に生き残った貝は今から卵抜きして佼用すれば差支えないもの

と思う。

筏に残って居た貝は特別に弱って居る状態で、はなかった

5. 今迄と同じ方法でよいと思う但し沈 iごした貝と筏に残って唐た貝を別にして卵抜

きする必要あり

船越 田 中 正 可

お尋ねの件次の様に番号順に御答え致します。

1. 台風でも津波でも自分の処だけの被議でしたら後の仕事は行い易いが、特に津波

では方々の筏やワイヤ{、錨、倫溶ちた縫、貝主宰が有り印の無い物は分配のしょうがな

い。自分の特徴を去って分けていたが総ての物にどんな方法でも良いから印をしておく

ことだと思います。私の処は前から籍に例をとりますと蜜の十字になっている処にとじ

線で目印をしてありました。どれだけ他の物がまじっていても私の処の物だと断言出来

ますし、他の人が他の処で分配して私の処の人がいなくとも私の処に有るからと知らせ

てくれします。皆んなが何等かの方法で、印をしておけば如何なる時でもスム戸ズに喧嘩な

しに分けられると思います。

2. 台風の時は錨を沢山打って頑丈にしておけば筏は大丈夫で一寸ひける程度ですが

津波は頑丈にすればする程筏がこわれ被害が大きい。私の近くで四角はワイヤ{で間の

錨はロ{プで取つでありました今度の津波で、すぐロ{プは切れた為その処の繕は切れ
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ないし筏も殆んど被害が無かつTこ。流された事は流されたが全部ワイヤ{で頑丈にして

あった処は張ったワイヤーで吊線が切れ落ちた籍が非常に多く、特に錨の大きいものが

打ってある良くきいてゐる処は筏がいくつにも折れ沈んだ物等で被害英大であった。

頑丈に浮かすか或程度移動性のある様に浮かすか各人考え方が違うと思いますが少し

位の枠の場合移動性がある方が強L、と患います。 tP~に風と云いますか近くで人が見ても

常日頃筏が一寸の風にも動いているものが割合被害の無い撃が有ります。下図の様な浮

かし方が一番良いと思います。

|錨 l/if-木の大きしもの崎日

~!"処にワイヤ{を取る
l錨

錨う|一一竺=I~!O
錨/ I錨 '>0

陸 地

3. 私の場合入核期日が5月1日からと定められています関係、避寒地で卵を持って

しまって (2月天気が良く水温が高かった関係と春寒く避寒から持って来るのがおくれ

た関係作業が出来ずどんな方法を講じても私の工場では春の卵抜は1ヶ月か Lるので早

い年で6月20日頃しか作業が出来ません。春卵がぬけていれば手入して5月一杯は作業

が出来るのですが、思う様にならない矢先今度の津波後整理で思う様に行かない(落ち

て拾った卵抜の貝は4で書く)落ちなかった卵抜の貝を出来る丈早く卵を抜き一日も早

く作業にか L りたいと思いますが、悪い事には118入梅天気が良ければ良いが惑いと 7

月始めまで卵が抜けない事があるので案じて唐ます。

4. 落ちた籍入の貝は泥のやわらかい処は3日目で死んでゐましたが、泥の固い処は

1週間位後でも死んでいません。

卵抜籍の貝は良い物も悪いものも(拾った分)一度開放して金網に少く入れて吊下げま

し7こ。落ちなかった卵抜籍の分も相当泥が入っていましたので、貝を少い自に金網に入れ

て良く洗い竹繕も良く洗って再度卵抜を致しました。貝は相当強いので、落ちなかった分

は影響なかったと思います。

ナイロンさしの分でワイヤ{で、切れた分は吊線のま Lの分もメラとなって落ちた分も

殆んど死んでいました績を先に拾った関係でメラは叉吊線のま Lのナイロンさしは後に

なった事と海がにごっていて見えにくかったので後になった為被害が多かった。金網で

溶ちた分は5日位からおくれたものは約3%位現在死貝を認める。

5. 卵抜は同じ方法で前も現在もやってゐます。

迫問 竹 内 敏 夫

1. 2.の件

(1) 人間のカの限度

(2) 物資の使用年限に限度あり
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(3) 事業として計画的に真珠養娘を行ってiぎない点

(4) 現在の日本人に宝石を造って(真珠養殖をして居る者)居ると云う美しい心の持主

は何人有るか営利主義者の多い点

台風の来襲に一日も早く以上に述べた点を反省して輝かしい高貴ある真珠の浜揚を希望

する。北村真珠迫間養殖場の災害警の少ない事は使用面積の少ない点、物資の使用年限に

限度を越さない。被警の点は他の養殖者の筏其の他に依り被害を受けて居る。個人々々

が人様に迷惑をかけない様に事業をする事外に教訓なし。

3の意見

35年度の初頭の計画をあくまで進行する。早く浜揚の出きる庫/J，珠に切替て資金の運

営を行う様な方針はやめてほしし、。挿入方法期間的作業を行う事、無計闘的な真珠養殖

を反省、してほしし、。

4の意見

沈下した介は施Wi介に母介1こぜよ宝石を造る点使用価値なし。筏に残った介は一日も王子

く最上の所に吊下する。介の変化は現在のところなし。迫間養殖場は二日(津波後)目

から挿入を続けている。養生方法として筏の配置替を組合に申出て一時的に現在、替え

て筏の配置を行った。

5. 母介の卵抜きは毎年違って居る

基本的な仕事は同じであるが天候其の他で種々母介を最上のコンデジョンにして卵を抜

く。以上述べましたが真珠研究会は真珠の造る事より物の限度等にも研究致し人間の改

造する様広大な心で真珠を造ってこの災害を越そうではありませんか。

片田 茶 木 来日 夫

今回の御質問に就いて愚生の考えを述べさせて戴きます。昨年の台風、此度の津波の

みならず英虞湾に於てはいかなる台風の場合にも程度の差こそあれ高潮は必ず見舞って

おります。だから設錨に関してはどうしても現在の錨数の外に大潮の満潮時に3米余り

のゆるみをもっワイヤ{を使った銭を一流れに四了以上を設錨しておくということで

す。これは一時の経費は伴いますが予防的情賓として非常に大切なことだと思います。

以上質問1.2.に就いて意見を述べました。質問3.につきましではすでに春の貝輸送後

さっそく行いましたが昨年の台風被災の作業貝はvントゲンの透視を全部行いました。

質問4.につきましては今回の津波の災害は皆無でしたが昨年の台風の際の沈下した貝は

全部発死しておりました。貝殻の中に珠のあったのは 1%程度でしたが、この珠もいわ

ゆる潮かぶりと言った珠の様な表面が白く濁った状態になっていましTこ。又筏には残っ

たが陸上に揚げられた貝(数台の筏が組み重なり陸上に揚げられた)は取りはずしに日

数がか Lった為全部死滅しました。質問5.に就きましては現在卵抜き、施術等今までと

同じ方法で行っております。昨年より卵抜き作業は至難を極めております。以上簡単に

意見、現況を述べさせて裁きました。大変遅れまして申しわけありません何卒悪しからず。
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新聞に現われた被害ニュース(抜粋)

二二回牧可能はわずか二二

イカダ復旧に 1-2ヶ月

連続的津波のため%真珠のメッカ、志摩半島の英虞、的矢、南勢各湾一帯は

昨秋の伊勢湾台風の被害を大きく上回る空前の打撃を受けた。美しい真珠を抱

いた母貝はほとんど海底に沈んで泥まみれとなり、ばらばらにくだけた真珠イ

カダも、折り重なって悲惨な姿を海面に横たえている。鳥羽署の調べは各湾約

6万台の養殖イカダはその80%までが係留イカリやロープを切られ、高i閣に激

しくぶつかり合って全滅の惨吠だ。全国真珠養殖漁協組ニ伊勢市岩淵町=の調

べでも養殖中の真珠イカダ10万台のうち※3万台が被害をうけ、前回の伊勢湾

台風のときと違い回収できるものはわずかだとみられている。

この大被害に一時はぼう然として手をこまねていた各養殖業者も家族ぐるみ

で必死の整理作業を始めているが、複旧にはl、2ヶ月かかるだろう。海に沈ん

だ真珠貝は泥をかぶってだれの所有物か区別もつかないし、真珠貝が3、4日沈

んだままだと死滅する恐れもあり、できるだけ玉を引き揚げようと必死になっ

ている。しかしほとんどの業者はどれだけ回収できるか見当もつかないとこぼ

している。

一方国立真珠研究所は試験船、はまゅう丸勺を繰り出し漁場をくまなく調べ

た。海水はにごっているものの、海中の酸素量には変化はみられなかった。だ

がにごりの害で真珠貝が衰弱するほか、海底の泥をかぶった貝はなん日もおく

と窒息死してしまうもので、一日も早く引き揚げ、泥の少ない浦通しのよい漁

場に真珠貝を移し変えるよう呼びかけている。

また各町消防団は真珠の奪いあいにからむ紛争防止と盗難予防のため同日午

後から海上パトローノレ船を巡回させ「イカダの整理作業は午前6時から午後6

時までとし夜間はやらない。所有主が不明の翼珠イカダや貝は各漁協に届けた

うえ、立ち会いで円満に処理するj と警告・を発し治安の維持に当たっている。

(※真珠貝筏8千台、真珠筏35千台の被筈) (35年5月25日 「中部日本新聞」より)
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二二二イカダ整理に全力二二

器禁施術貝も割り当てえ

第15回県真珠養殖事業審議会は、 27臼、伊勢市真珠会館で①チリ津波による

真珠養殖業の被害針策②35年度真珠生産計画に基づく施術貝数の割当について

審議した。

① については応急措置として讐察、防犯協会、自警団組織による盗難予防

と自衛隊の飛行機、ヘリコプターによる流失イカダの発見、捜索を引続き行い、

イカダ整理に全力をあげる。この愁理に必要な潜水夫は静岡県から派遣しても

らうよう県で手当てする。また復興資金確保のため、伊勢湾台風に準じて天災

融資法を適用してもらう。農林中金などに釘して特別融資措寵を講じてもらう

よう県から中央に強力に働きかける。この間のつなぎ融資として、県の損失補

償によって10憶円程度を目標に県下の金融機関の協力を求める方針で、 28日関

係者と打合せる。真珠図貝は県庄のもので十分まかなえる見込みだが、この災

害を機会に県真珠貝養殖漁協組と全国真珠漁協組が子をつなぎ、一元的な母貝

取引を行い、配分の公平を期する一方、価格のつり上げを防ぐよう努力するこ

とになった。

② については、施術貝が今年度7千6百67万6千貝に増ワク(昨年度3千5百

万貝)が認められ、ょうやく実際数と割当数の一致をみたので、この機会に18

実施団別にイカダ数に応じて一括割当、さらに各地区において個人別の割当案

をつくり、県はこの案を基礎に割当員数を決めることになった。 35年度割当数

は大玉が千2百万員、中玉が 2ニf6百27万 6千貝、ノj、厘玉3千8百40万貝であ

る。
(35年5月28日 「毎日新開」より)

二二二総額 57億円二二二

真珠被害伊勢湾台風を上回る

チリ津波による県下での真珠被害は当初の予想を大きく上回り総額57億 7千

百万円で、伊勢湾台風被害を 3億円余りも上回っていることが27日午後伊勢市
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真珠会館で開かれた県真珠養殖審議会でわかった。

同審議会の席上で県ならびに全国真珠養殖漁協組、県真珠貝漁協組の三者が

共同調査して発表したところによると、被害内わけは真珠養殖イカダ施設4億

5千万円 (6万台のうち 3万 6千7百台が流失)マ作業貝や手持ち準備貝の損

失48億 9千3百万円マ母貝養殖イカダ施設 1億 l千2百万円マ養殖母貝 3億 6

千6百万円マ計57億 7千百万円の多額にのぼった。

これは伊勢湾台風のときは海からの風でイカダの大半が陸に打ち上げられた

ためイカダや貝の回収が比較的順調に進んだが、こんどは反おに津波がひくと

きイカダごと沖に速くひっさらい、海上でダンゴのようにかみ合い真珠貝が海

底深く沈んで回収不能になったためとみられる。

このため同審議会では被害針策として①伊勢湾台風に準じて天災融資法の

適用をうける②農林、漁業融資の特別措置をうける③それまでの臨時措置

として県の保証で関係金融機関から10穏円位のつなぎ融資をうける、などの点

に努力することを申し合わせた。

(35年5月28日 「朝日新聞Jより)

!ここ一両日中に全滅か i

ミ貝引き揚げに全力を三

国立 研究所県水試真珠業者 え 警 告

国立冥珠研究所(志摩郡阿児町賢島)と県水産試験場(同郡浜島町)では協

力してチリ地震津波で伊勢湾台風を上回る被害を出した県下の真珠養殖漁場の

被害実情を調べていたが、 28日、その結果を取りまとめ、つぎのように各真珠

養液漁協組、業者-に警告した。

ムこんどの津波では、伊勢湾台風のときと違って真珠イカダが外海および湾口

の深部に沈んだ。真珠貝の沈下部は泥の深いところが多く、このため貝が呼吸

困難におちいり、とくに完全に泥中に沈んだものは、体内呼吸作用の限度が三

昼夜とみられ、極めて危検な朕態にある。したがって、翼珠貝の凹収はここー

隔日がヤマで、遅くても今月中に回収しなければ全部死滅する恐れが為る。

ムパラパラとなったイカダ、真珠貝は所有権の認定についていろいろ問題があ

-39-



るが、このような状態にある以上、その分配方法の検討は後まわしにして、ま

ず員の引き揚げに全力を法ぐべきだ。その回収方法については単協別にやるの

が望ましい。引き揚げ作業は海女潜水夫を総動員することはもちろん、各業者

がスパノレ(熊手のようにひっかけカギを取り付けたもの)を作り作業船を走ら

せ、カゴ、ナイロシのつりヒモを引っかけ、回収するも一案だ。

ム現在母貝の「卵ぬき」の最中に当たり、核入れのスタートを切ったばかりの

ため、母貝の流失が多く全体の80%に上るものと推定される。このため、早急

に母貝仕立てを行なわなければならないが、これには最低 1ヶ月は絶封必要で

母貝仕立てが不十分であれば、真珠の品質を低下させるからト分注意するこ

と。またことしは核入れ作業が、これらの服況からみて 7月下旬から 8月一ぱ

いにまでズレ養殖期間が理縮されるため、 2年養殖の小、中玉についてもこと

しは避寒漁場を検討する必要がある。

ムこの津波の唯一のプラス点は、長期間海底にたまり、硫化水素発生などの原

因となっていた有機物が外洋に押し流され、自然のクリーニング作用を行なっ

たことだが一面海底に沈んだ真珠貝やロープなどをこのまま放置すると腐敗分

解作用を起こし、再び漁場を悪化するので、早急に掃海を行ない、またイカダ

の密集をさけることが必要。 (35年5月29日 「産業経済新聞Jより)

…一12 日から本格化~...... ・M ・."

真珠 イ カ ダ の 引 き揚げ

チリ津波で沈んだ真珠いかだの引き揚げについて県と全国冥珠養殖漁協組は

各地え起重機船の手配をしていたが、大阪市のあるナノレページ会社で40トンの

船がみつかり、 9日朝、英虞湾え向けて出港したという。

現場につくのは12日朝で、同日から本格的な引き揚げ作業がはじまる。笑虞

湾での予定は2週間だが、そのあと五ケ所湾えも回り、 2週間の予定で作業を

続けるという。一方、第4管区海上保安本部はさる 7日から浜島、船越方面で

海中のレーダー捜索を続けているが、比較的探い海中にも相当いかだが沈んで

いることがわかったの・で捜索をさらに2週間続け、英虞、的矢、五カ所湾内を

徹底的にさがす。 (35年6月10日 「朝日新聞」より)
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一一イカ夕、、再建に補助一一A

表管室津波対策で質疑

9日の参院農林水産委は単独審議のままチリ津波針策をとりあげた。関西地

方を視察した植ほ湘一郎氏(白・全)が伊勢湾の真珠養殖について「被害は約

57倍、円で資産の4割6分におよぶ。イカダからの脱落や死滅、回収減などで、復

旧に 4 6年を要するJと実情を説明、その後各委員からの質問に応じて高橋

水産庁次長はつぎのように答えた。

実態調査のうえ、まずイカダ再建から補助してゆきたい。最近の真珠は生産

過剰で輸出のためにもむしろ規制しろとの意向もあったが、こんどの津波は天

然の調節もはるかに上回る被害です。かえって生産減のため粗悪品が流れるの

を心配しているO よく資料を愁えあくまで真珠事業法による計画的な運営をは

カ込りたい。

真珠イカダ引き揚げに起重機船来県

県水産課はデリ津波で沈んだ其珠イカダの引き揚げを大阪字問工業に委託、

起重機齢、 (40トシ)は9日神戸港を出発、 12日、県に到着する。

12日朝から10日間で英虞湾市施田地区をすませ、引き続き間湾、五ケ所湾内

の作業を行い、 1カ月で作業を終る予定。イカダ沈没個所は約50ケ所と推定さ

れている。

なお、海上保安部巡視船によるイカダ沈没吠況調査は志摩郡大主町船越一同

町浜島問を終り、沈没のみとめられたところに潜水夫を入れて調べる。巡視船

による的欠、五ケ所湾肉のイカダ沈没吠況調査はこのあと、 12、3日ごろから

2週間の予定で続ける。 (35年6月初日 「毎日新聞」より)
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チリ地震津波による潮位変化 (1) 
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ナリ地震津波による潮位変化 (2) 
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岡山県真珠養殖業の現況

-35年度は50万個を施術-

岡山県水産課

関山県の海と真珠聾殖

。……真珠養殖には全く縁のなかった岡山県でも、 32年からこの養殖が行われ

るようになり、 35年には、県下九ケ所で経営されることになった。瀬戸内海の

一番奥詰めともいえるような位置にある岡山県の海は、 300粁前後の流程をも

っ三つの大きな川の流入もあって、海水の豊度は極めて高いが、それだけに季

節的な水温や比重の変化も緩めて大きく、殊に冬の水温は 8度を割るのが通常

で、暖海性のアコヤガイのi越冬はまず望みえない。

したがって、本県での真珠養殖経営は概めて困難なものと考ーえられていたの

であるが.既存漁場、主として主産地三重における経営の増加と、それにとも

なう密殖にからみ、新漁場として開拓されるにいたった。そして関係地では、

それぞれ多数の漁民子弟や、婦人が従事し、経営者の利益のみならず、漁村経

済のうえにも貢献をするようになったが、本県海面の真珠養殖場としての特長

は、豊かな栄養と、水温比重の変化によって、貝の成育も良く、良質の真珠が

生成される、ということであって、このため32年に三重の二経営体により、仕

-旬.業績場
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上漁場としての意味で、はじめて利用されたのであるが、その後は先進漁場の

施設疎開的な意味での進出が多い。

現 況

。……香川県を指呼の聞にのぞみ、行政地域として本県の海は極めて狭いが、

大小の島々が散在して各地に好漁場があり、 32年にはまず東部の日生地先、及

び県中部の玉野地先で経営が始まった。

雨漁場は真珠養殖には本県内で最も条件に恵まれていると考えられるが、そ

の後の 34年には笠岡市沖合での経営が始まり、そして 35年度からあらたに牛

窓、小隔、下津井、及び笠岡沖の島々の周辺各所を加えて、合計 9ケ所11漁協

地先で行なわれることになった。

経営体数は10(グループ的なものもー経営として)で、漁業棒、及び免許面

積は目下審議中のものも加えて27件約110ヘクタール(3，300坪)となっている。

本年度から50万個の施術割当でもあり、また三重県等からの施術枠や、施術済

貝の移動もあって、養殖総数は301万個の見込みであるが、 32年以後の実績と

計画は別表のようである。

今後の方針

。……以上のように本県の真珠養殖は、はじめ仕J-，漁場として開拓されその後

急速に経営の増加を見て、真珠養殖実施県の系列にはいったのであるが、現在

好条件の主要漁場はすでに利用されたとの感もあり、今後は漁場或いは、事業

の拡大よりも本県の漁場の特性を活かし、良質真珠を生産して、真珠養殖事業

の健全な発展を計るよう経営者共々努力して外貨獲得に貢献し、かつ沿岸漁村

の経済振興にも役立たせたいものである。

年度別経営体と実績又は計画

!年度!品訂;ぷi瓦
千個

32 2 I 750 

33 I 2 1，410 

34 

35 

3 

10 
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も伊豆地方の真珠養殖雑感勺

一一・卵抜に就いて←ー

山 口 菊 男

最近真珠養殖業界に於いて、 J市核技術よりむしろ、その一段階簡の母貝仕立

卵抜に、その重点が移行されて来た様に思われる。今回はその卵抜について、

伊沼地方で経験した一方法を報告し、会員皆様の御指導御批判を賜りたし、。

伊豆地方特に西浦地区の最西端にての卵抜状態を報告するのであるが、特記

すべき事として海況の相違を揚げなければならない。当地は外洋性の海況であ

り、突虞湾等に比較するとその海況に著しい変化があるO まずi毎回が鏡の様に

なる事はまず一年中で数える程しかなし、。年中風があり、夏期は南西、冬期は

北東の]誌がその海面を動揺させている事、それに潮流もかなり強く、透明度の

i高い水域であると云う事を頭に卵抜作業にか Lらねばならないと云う事であ

る。又そのと年間の水温も冬型llj最低が 13-150Cで除々に上昇し夏期最高が 26

-270Cで秋期に向い除々に下降し、その水協カーブがゆるやかで冬期の避寒

がない点等がアゴヤ貝の生殖巣の発育紋態に何らかの相違があるものと考えら

れる。

以との様なltlrしく異る点を頭におき過去 3年間色々な方法で卵抜を行い色々

の失敗をくり返しやっと年間平均85%前後と云う施討す使用率の貝を仕立てる一

方法を紹介するがその前に失敗例を揚げると、志摩地方で通常行われている

「上げ下げ法」であるが当地では終日ーと下層に水温差が殆んどなく、海面は常

に動揺し透明度の高い事等により見ごと失敗と云う様に失敗を一つづっなくす

る事により現在の方法にたどりつく事が出来た。

その方法も特にめ新しいものではないが竹寵に蓋よりわずかすき聞が出来る

まで母貝を収容し12尺吊線にて 2-3本(時期又は母貝の吠態により収容数、

深度に変化有り)の深吊にて 5-6日の間隙をおき竹龍の入換、天地返しを行

い、母貝の状態により、卵抜掛当時 1-2回の足糸切りを行う程度で殆んど足

糸を切る様な事は行わない。手入の場合、特に気を付ける事は天地返しは出来

るだけ正確に今迄上層のものが必ず下!習になる様特に注意をはらう。でないと

施術を行う場合、その汝卵状態等にムラを生ずる。又竹誌は出来るだけ丁寧に
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洗い汚れの甚だしいものは新しいものと取りかえるし死貝はその場で取り去り

もし腐敗した肉片が残っている場合は、その龍に収容されていた母貝全部をよ

く洗い他に楽死を併発しない様心がけている。

春 期 !←5-6 日→i←。→l←。→[←。→i←ク→!乞土二三i乞Eニ姐ニJそ~:t:-づ旦 l
(5~6月〉盟 第第第第第第会 籍

抜 一二三四五六-24 凹回四回四国語 缶、
手戸、- ~戸、一、戸、『戸~、に 叩

龍夫 1/ 11 11 It 収 蓉
~入地 容

想互換で l挿|
切換そ |核|

夏期 (7"""8月〉「←何回←い!←。→I~-:-" -71，詞ヰヒL:-:-J竺2El ¥→|施!
卵 第第第第放 |休二i
抜 一二三四 著書 I V~J I 
掛 四回凹 回 期 一一

時音量ヲミ縫夫 11 11 問
に入地入地よ換返換返
りしし
足
糸
切

ノ
/ 

秋期 (g-11月〉
し 5-臼一一 J 

吊線cl2尺均)2-3本にて懸垂

(3本は春先多少使用する程度)

竹繕に薄く収容し
特に手入程のことを行わず
時には金網繕等で収容する
時もあるが、この方法には

まだ疑問が残る。

以上の様にして 5月頃には 5-6回で殆んどが排卵し、その後は施術員の使

用予定数を施術前 5-7日程前より金網箆にて放養し施術前 1-2日前に再び

竹寵に薄く収容し施術員に引渡す様にしている。(注、金網にて放養すると殻

内がある程度引こまる為、施術前 1-2目前に再び竹寵にてふくらみを持たせ

て使用する)これで80-90%の好成績であり 8月-9月上匂には90-95%の施

術を行い 5-10%の不能は傷介等がその殆んどである。尚施術後15-20日の養

静寵で養静後沖出するがその日寺の艶死、脱核を合せ 5%以下で終っている。

然し 9月下匂以降当地では、自然排卵が殆どで卵抜が不用と考え、わずか5日

程竹謹に収容しすぐ施術を行ったが、沖出後10%もの脱核を見た上にそのま L

越冬し第 l回の貝掃除を春先行って10%の奨死を見て夏期 (9月以前のもの)

の3%に比べ3倍の努死を見て深く考えさせられている。(詳細データー未整

理の為記載出来ない事を深謝する)
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この弊死が卵抜だけによるものか否かは不明であるが、これだけはっきりし

た妥還を認めた今日卵抜の如何に重大かを今更の様に思い知らされている。

筆者は以前薬品による排卵を試み色々実験してみたものの試験貝数が少数で

あるため確信はもてないが、過去幾年か経験で実に根処のないものではある

が、従来より行われている竹龍による卵抜は必要ではないかと考える。

比の科学時代に若い筆者がこの様な科学的根処のまったくない、ただ~感、

と云うもので、竹寵による従来の方法である期間卵抜をして、現在の挿核施術

に適当な或る母貝の!伏態、が形成される様に思われるのであるが、これは筆者一

人の迷想であろうか?研究会員諸氏の御意見御指導を賜りたく思う。

一
況
一

一一概一

一
同
一…………

 一
近
一

一
最
一

三重県水産試験場

(水

1-6月の各旬平均水温の変化(浜島Oメ{トノレ)

月
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本年 l月以降の

水温変化は第 l表

にみるとおりで、

例年に比べて冬期

水温が著しく高く

浜島の場合 I月、

2月ともに30-34

年の平均に比較し

て、お Lむね3度

前後高かった。

昭和22年以降各

年の浜島(水試前、

午前10時)におけ

る冬期最低水温と



その示現日は第2表に示した。

これでみても本年は過去13ヶ年間に見られない高い最低水温を示している。

昭和22~35年の冬期最低水温(浜島10時〉

年別 出現日 水 温 年別 出現日 水 温

22 1-26 8.0 29 1-30 10.6 

お 1--7 8.8 30 1-17 8. 7 

24 1-27 9.8 31 3-12 9.0 

25 2-28 10.0 32 2-13 9.0 

26 2-15 9.0 33 1-29 9.0 
27 2-27 7.8 34 1-19 9.2 

28 10. 1 35 1-25 12.1 
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日に 139.6、22-23日に47.1ミリの雨が降っており、何れも水温は前日より

2度近く低下している。

6月30日における過去の水温(浜島午前10時)を列記してみると第4表のと

おりで、本年は過去13ヶ年聞において最も低い水誼で、これは先に述べた6月

2日及び15-25日にかけての梅雨期の降雨の影響と認められる。

昭和22"""35年6月30日水温

(浜島10時Oメ戸トノレ)

第 4表

年 7.l1J 7.K 温 年 月日 7.k 混

22 22.9 29 21. 6 

23 23.8 3 0 24.7 

24 22.6 3 1 24.0 

25 23.1 32 22.1 
26 23.5 33 25.1 
27 21. 6 34 23.8 
28 24. 7 3 5 20.0 

1-6月の各旬平均比重の変化(浜島Oメ戸ト 1レ)

23 

円
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上中下上中下上三手下上 中 下 上 中 下1二市下
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第5表

21 

20 

1月-6月の浜島

における各匂平均表

面比重を御5表に示

した。

本年の1-4月は極

めて安定した高比重

を示している。これ

は降雨量が少く晴天

続きであったためで

30-35年の浜島にお

ける1-6月の降水量

表(第6表)をみると

1-3月で112.3ミリ

例年2月に降る雨量

重〉(比



に当り、本年の 2月は極めて少なく僅かに 3.5ミリに過ぎない。

第 6表 30-35年1-6月の降雨量 (浜島) ミリ

月¥¥年 30 31 34 35 

1 50.5 116.3 83.6 泊.0I 
2 84.6 つ 99.1 I 101. 3 173. '7 3.5 

3 130.4 つ 57. 1 143.8 

4 121.1 25.2 171. 1 167.2 285.5 I 1叩.4

5 243.8 264.2 232. 7 145.5 212. 0 I 158. 8 

6 217.4 234.1 307.3 241. 2 I 322. 5 

晴天続きであったことが、高水温、高比重の原因である。 5月以降は逆に例

年に比べて急激に低下し、 6月上旬には20を割っているO これは6月2日に降っ

た大雨によるもので昨年の高比重に著しい差を見せている。然し 6月下匂には

回復し、常態に戻ってきている。気象庁の長期予報によれば本年の梅雨は7月

下旬まで続き、終り頃にはところによれば豪雨をもたらすかも知れないという

ことである。淡水の流入する漁場では急激な比重低下に封する用意、をお願いし

7こし、。 (水試木村三郎)

1，1;I，t:I，I;I，I，I，I，!;I:I，I;I，I，I:I!I，I，I，I，tlIil!l!i，I，o;i;i!i;i!i，i!i，(I，i;i，i，u，i;i;i 
iい'1村1';パ皐h‘，'''，1，1，1;1，1竹.士ιふ..‘ツ.叶1:1:1仲1ト"“iliIトiI附:1:1:"1:1:1ト!Iト.付:IiO1，1.' ... .1、;:m村"ト，1:付.咋小1争，1，1:，1.1ト:1“:1'1，
1:1:\叫t冨邑‘，Jt;1付4十.付付"屯唯ll ，l:1付付"噌、~':付付付-町置耳pj付""l 

H置E盲函t付:1'1付:1十H量咽111付.村十'T'船s芭1怜，""ト.十1，1吻十;1;1:下宣宝:，付
lif，仲守宇"沼E盟回11:1:1 
唱刊:I:~副目 l川寸:H川.ゆt:I，IiI寸I唱I I 11川4小iI"十
!Witぬが!h匁1t1河唄別窃 í!ぬ似的附似1、》仇W尚idぬN航?h》治itぬ!h倣itぬが的!h》仇id向!九i!i恥晶";lilllmmi~~~mmmlmll訣与11'
I!m・.~・ ';':"1，1;1，1;1小t:J:Ef:J:J・ø・6小H・s・4司干1・1: 1 ・H ・ø・t:1:1;-':τ1:1'1・g・1
:1:1:I，I:I:I:I:I:t~i:I:I:I;"';I;i・t:I，lõ!，li!，li!，l・I・M・1<"':1'1糸1:I:t:I，t;I:t・B・S ・ø:，

年過去10年間の輸出量、

昨年の台風と今回の津波により生産量の減産が予想され今後の輸出量にも当

然それが現われその影響が心配される。過去10年間を振り返って見ると重量の

増加は特に目ざましい伸びを示している。ここで重量よりも金額に於いてその

伸民率を上げるため品質の向上合計らねばならない。特に災害後の品質低下の

マイナスを補い百億輸出のライシを割り度くないものだ。
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o 3月、 4月の輸出について

3月の輸出額は例年通り増加、単価も向上している。浜揚げに伴う商品の流

通の関係から毎年 1-6月は輸出量、単価も向上して来ているが、今月 (3月)

の単価は昨年同期と較べても相当に高く885円を示し4月に於いては近年では最

高の961円を示している。これは単に価格の高さを意味しているばかりでなく、

最近の高級真珠需要の強さを物語って来ている様に思われる。下に昨年同期と

比較した。

金量

〆
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今回の津波による摂害は72億(よ~~移転関係全国)に達し昨年の伊勢湾台風をは

るかに kまわる損害になった。度重なる災害で会員の方々の御苦心には筆舌に

はつくせないものと思います。ここで烹珠養殖と自然災害について考えて見る

と、今回の災害は結果的に見て予報、がなかった事で全く致命的な事であったれ

これは致し方ない事で今後の研究に待つとして、翼政;養殖の技術面にて自然に

よる災害にきすし大いに改良すべき点を見出す必要があるのではないかと痛感さ

れる。即ち旧来より踏習されて来た方法で忽年々々災害、特に台風についてそ

のや]割かを不可抗力として、又人間の力ではどうにもならないとしてその被害

を受けざるを得ない現状を何とか解決しなければならない。

諺に「備えあれば愛なし」とある様に養殖の技術面で自然の力に打ち勝つも

のを有しておれば災害は起らずに済む訳である。昨年の台風にしろ今日の津波

にしてもこれで終りと云う訳でなく明日にでも又襲って来ないとは断言は出来

ない訳であるO ここで白然のカを緩和して冥珠養殖を守る事は絶到に不可能な

事ではないと思う。とにもかくにも天災は致し方のないものであると諦める

から脱浸して天災から完全に守る事に眼を向け、これなら大丈夫と云う或る程

度の確信のある裏付けの下で行う事がどんな裳嫡や裁培にとっても怒想である

事は言を待たない。現実に於いてj託業一般は白然による危険性が余りにも高く

真珠養殖に於いては特に自然の脅威に針し1認めて抵抗力が弱く忠われるのでこ

の際を一つの契機として考えねばならないと思う。

具体的に一々列記する事も出来ないので幾っかを問題点として取り上げ今後

の研究に待ち度い。筏について筏の資料の出で新たに開拓する余地はないもの

か。又その係累方法については錨によるもの以外に方法け、ないものか、ワイヤ

ーの太さ、或いは錨の重量とタノレの浮力との関係(特に台風等の襲来の時)は

どうであるか、又資材(カゴも含む)の!日j性(重力面)試験、それに伴ってそ

の年限度はどうであるか。又現夜使用しているカゴは今度の津波に際し完全に

貝を守れたかどうか、問題点として取り上げねばならない事は未だ多々に忘る

事と思うが、今後会員諸氏より取り出して頂き新技術の開拓を計る事に進んで

努力を重ねられたい。

次に技術面を離れて経営面に於いて災害に封する恒久的な施策を取るべき時
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機であると云う事が二つの災害を通して芳えられる。災害を未然?と防止できれ

ば問題はない訳であるが、今後とも災害は考えられるので災害が起った場合に

現行の漁業共済保険制度を烹珠養殖にも拡張して制度化を計り又共同経告を行

う様に法人化する事についても考えて見る余地があると思われる。結論的に昨

秋の台風と今度の津波と二つの災害を通して冥珠の生産形態、から見て生産手段

の改良、即ち養殖技術の開拓と社会保記的な施策、 fllJち哀珠養殖事業に共済保

険制度を確立して今後に封処すると共に経営方針についても他あっての自分と

云う事を念頭に置き今後の事業運営にそれを積板的に取り入れなければならな

く前進的な施策を自らの力で改良すべきと云う事が今後の問題となろう。

真珠界トピックス

船倉に海水入れ母貝を運ぶ

〔西日本新聞・長崎版3
民i崎市西古川町'N異珠は、岡市向井造船所で新型の買珠運搬船第十八回真丸

(45トン)を建造中だったがこのほど完成した。

この主主珠運搬船は全長22メートノレ、エンジン 120潟、速力 9ノットでー航海

に 5 トン~6 トンのほ貝を運ぶことができるが生きた哀珠貝を海中にあるのと

同じ状態で運ぶため、貝を入れた船倉内船底から水を取り入れ、一方排水ポン

プで船側の穴から排水する仕組み。

これまで志摩半島、西国、大分などからトラックや貨物船で県内漁場に運ん

でいたが、これでは母貝の健康を害することが多かったが、この新運搬船では

この悩みを解消できる。

これは九州でも初めての試みであるが採算は充分、建造費は 9百万円

(5月13日付)

とこぶしで真珠養殖

E西日本新聞・南九州版〕

鹿児島県西之表市商工水産課は 5月下句に同市港近くの沿岸でとこぶしによ

る莫珠養殖を行なう。
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方法は生きたとこぶしの中に半円裂の滑石を入れ、これに標識をつけてとこ

ぶしが繁殖する沿岸の海底に付着させるもので、約5ヶ月間で莫珠をみること

ができる見込み。これまでは内地の商人をとおして養殖用の貝であるクロチヨ

ク貝を出荷(同市で年間約8千個)しているが、その量に限度があるため、積

子島特産として収穫の多いとこぶしを利用することになった。

(5月18日付)

宿毛湾に黒蝶貝の稚貝

【高知新聞3
日本では不可能とされていたクロチヨワ貝の人工養殖が、高知県宿毛湾の一

部でできることが、国立~珠研究所長高山活夫氏の調べでわかった。

宿毛湾の栄喜(サカキ〉から、小筑紫沖がその海域、高山所一民がさる12日か

ら5日間高知県と同真珠協会の依頼で、同湾一帯の養殖真珠を調査した際、あ

る業者が養殖していた普通真珠養殖用のアコヤ貝の中にクロチヨク貝の稚貝が

まじっているのを見つけ、はじめてわかったもの。いままでにもたびたびまじ

っていたが、業者は知らずに捨てていたという。この貝は南方系の貝で、和歌

山の白浜沖から南の海域にはところどころ分布しているが、潮流や水温の関係

から日本では人工的に養殖することができないとされていた。

高山所長の調べによると、アコヤ貝といっしょに養殖されていたクロチヨワ

貝の成熟は l年で寵径20センチほどの大きさになり、2年たつと母貝として使う

ことができることもわかり、栄害、小筑紫沖合いでは、人工養殖が可能である。

1. 県内で使う母貝(年間5万個)は磁保できるだろう。

2. クロチヨワ貝養殖海域が見つかったのは、日本で初めてで有数の黒冥珠養

殖漁場になりうるから、企業として伸ばしたい。

3. 高知の真珠漁場として、丸島周辺を除いては、外洋水の影響が強くあまり

期待できない。

4. 間県は浦ノ内湾が一番有望だが、玉の仕上げ漁場がないのが欠点、ただ深

浦はある程度化粧巻漁場的性格をもっている。 (4月18日付)

以
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Jム ml
0資料、器具頒布

比重計 A 210円
B 320円
C 210河

水温3十 (1110) 380円

νリジダー 160円(長い間御迷惑をかけて居りましたが入荷致しまし

Tこ。)

「真珠の研究J小林新二郎・渡辺哲光・共著

「国立葵珠研究所報告」

会報用表紙

VOL2-4 

30円

600円

各2∞円

「真珠用語辞典J 120円
。交換や料御礼

真珠新聞社:翼珠新聞

水産経済新聞社:日刊水産経済新聞

輸 出組合:輸出実績は月)

西海区水産研究所:西海区水産研究所報告

農林水産技術会議事務局:魚、食性底魚類の食性に関する研究

水産庁水産資料館水産庁水産資料館所減資料目録 VOL1.2. 

広島 県 水 産 試験 Jあ:広義県水産試験場報告 VOL21.No.l No.2 

O 座談会

五ケ所、南海地区で出張研究会を開催予定の直前に計らざるチリ津波

の為、延期となり皆様の期待に副う事が出来ませんでしたので何とか会

を持ち度いと思いましたので、夜座談会を開く事に致しました。災害後

の現在色々の面でお困りの事があると思いますので活設な御意見を伺い

度く思っています。

尚8、9日と五ケ所、礁で座談会を行い逐次、布施回、船越、神明、鵜

方等行う予定です。 例会は 9月上旬開催の予定です。
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「大珠作業の割当実施l乙

伴う事について一言」

船越田 辺 覚

施術貝数の割当に伴う大珠切替作業について県下に於ける施術貝数目標割当

は本年度作業より実施される事になって居るが、此の割当を受けた時に一番困

る問題は大珠の切替作業で、あり、亦此の切替なくして現在のサイズのアンバラ

ンスは喬正出来ない。誌に計画生産の切換に重大なる関係を持つ此の大珠作業

は4i:J三間と言う長期的な期間を待たなければ浜揚がU:l来ない関係上、資金の面

にそれだけの予猶を持つ業者以外には出来兼る問題である。既に心掛けて一部

の切換は各業者共行って居るが、共の浜揚に至る養殖期間中 (4年間)の価格

の変動或は災害事被等になやまされ遂には中断の11::得ざるJtk慾である事は、小

業者の誰しもが経験して居る事であると思うのであります。そこで此の目的を

積極的に推進する為めには公庫の長期融資の様な資金を借入れなければならな

いと思う事は、只私一人の場合でなく弱小業者の共通する意見であると考える

のであります。

此の場合資金借入の事に就いて、色々の意見もあると思いますが先ず第一借入

れる側の受入れ体制である。確実に返済の出来る組合ブロックを結成する出資

金を金融機関に預入せしめてその信用度を審査すると共に、連帯保~i!'責任制度

を執らしめる融資封象物件の完全管理をするo i%1湯真珠を正規の供出ノレートに

乗せて借入金決済を容易にする事を条件とし之を正直に守る事を確約する。

以上の条件を具備した模範的ケースを地域的に指定して此の事の推進に当し

めてはどうかと思いますので幸い安岡監事(全国冥珠漁協)等の御意見御批判

を賜り本格的にi¥ti函生産に取り組む者の為めに指導促進を御配慮せらる L様御

願します。

尚比の事についての研究会等都合の無い時期を選んで開催し地域的な経済実

情及事務的な書類整備等の問題点を併せ御指導せられん事を望みます。以上の

如く大珠切換に是非必要な資金が未端の生!主考に流れ此の使途と目的が全国真

珠の共販ノレートに迎合せしめる事に依って地域別組合のす「たなる設立も亦大な

る意味を持つ者と思うのであります。

回



編 集 後 記

0未曽有の災害があってから早や2ヶ月になろうとしています。そ

の整理も大方ついた頃かと思います。本年度の作業を取り戻すべ

くさぞお忙しい事でしょう。

0今年の梅雨はどうやら空梅雨らしい気配です。例年に較べ5月の

降雨量が多かった様で、今後急激に温度が】とり本格的な夏に突入

しそうです。

0夏になると夏季姥死が心配になります。ここ2、3年大量の奨死を

見づにやって来ましたが本年も十分御注意下さし、。

0政局の混迷紋態もどうやら解決しそうですが、あの悪夢の如き悲

劇を想、い起し地方にあっても政治的関心を失わずにいたいもので

す。

0真珠会館も暑くなりました。夏になってどこも暑くなって来るの

で暑い暑いと云つでも始まらず風通しの良い所で取り組んでいま

す。

0災害に関して会員の方全員にお聞きする事が出来ず一部の方に御

問合せを致しましたが多数の方に御返事を頂きありがとうござい

ました。色々と参考になる貴重な御意尽を今後の研究に反影して

行って欲しく思います。これからも各面にわたり御協力をお願い

致します。

昭和35年 7月四日発行

第 5巻第 2号会報

(通巻第32号)

三重県伊替市岩淵町84帯地ノ2

真珠会費宮内

発行所 真珠研究会伊勢部会
電話(伊勢局代表)4147番
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